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令 和 元 年 ９ 月 1 8 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

監 査 事 務 局 長 髙 林 宏 一

人事委員会事務局長 村 久 人

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、図

師博規議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○図師博規議員

ざいます。朝一番の登壇にもかかわらず、地元

児湯郡から、たくさんの傍聴をいただいており

ます。ありがとうございます。

私の住む木城町は、人口5,000人余りで、とて

も小さな町です。今、現職の県会議員の中で

は、二番目に小さな町から選出されている議員

になります。

きょう傍聴に来ていただいている皆様方が、

日ごろから中心となって、本当に熱烈な応援を

していただいているおかげで、私はここに立た

せていただいております。

その感謝の気持ちを忘れず、日々の活動をし

ていきます。きょうもその思いを胸に、しっか

りとした質問を行ってまいります。御答弁よろ

しくお願いします。

まず初めに、皆さんの御記憶にもしっかりと

残っているであろう、神奈川県川崎市の通学児

童殺害事件及び農林水産省元事務次官による長

男殺害事件、この２つの事件に関係する、また

その背景にあるものを踏まえ、本県が対応すべ

き内容について伺います。

ことし５月28日朝、神奈川県川崎市登戸にお

いて、スクールバスを待っていた児童と保護者

に、刃物を持っていた男が襲いかかり、20名を

殺傷するという痛ましい事件が起こりました。

この事件により、小学６年生の女の子と宮崎

市出身で39歳の外務省職員男性が死亡、さら

に11名が入院となり、今でも児童たちが通って

いた小学校や地域では心のケアなどの支援が行

われ、事件の被害者と御家族に対して、神奈川

県は「かながわ犯罪被害者サポートステーショ

ン」を設置し、心に寄り添う活動が続けられて

います。

そして、その事件から５日後、農林水産省事

務方トップであった男性が長男を殺害するとい

う、これも信じがたい事件が起こりました。

この事件は、継続的な家庭内暴力が根本にあ

り、心身ともに限界を感じていた加害者が「川

崎の事件を知り、息子が人に危害を加えるかも

しれない」と追い詰められて犯行に及んだとい

うことが明らかになっています。

この事件が報道されるや否や、私に複数の連

絡がありました。その内容は、「うちの家に

も、この農水省官僚と同じ息子がいて、その息

子と日常、けんかが絶えません。家のガラスは

割れ、壁には穴があき、屋根も今にも落ちてき

そうなくらい家が荒れ果てています。いつやら

れるか、やるかというところまで追い込まれて

います」というもの。

また別件で、「先日、長年仕事をせず家にい

る娘と口論となりました。逆上した娘が家に火

をつけそうになりました。何とかその場は力ず

くで抑えましたが、私たちも高齢となり、いつ

まで抑え込めるか自信がありません」などなど

です。

いずれも相談はせっぱ詰まっており、一刻も

早い支援や介入が必要であることは明らかです

が、悔しいかな現在、行政ができることは、警

察も含めてほとんどが事後対応です。

今、取り上げた内容に共通する事象は、ひき

こもりですが、ここではっきりとした前提を申

令和元年９月18日(水)
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し述べる必要があります。

それは、ひきこもり自体が事件を起こすわけ

ではないということ、また、事件に至るケース

は極めてまれであるということ、加えて、「子

育ては家庭ですべきもの」などといった、家族

だけへ責任追及をすることが、さらなる家族の

孤立を深めてしまうことになるという認識が必

要であるということを申し述べておきます。

その上で、社会全体で今の生きづらさを改善

することを考え、社会全体が理解者となり社会

的ケアを拡充すべきときに、今、来ている。こ

の思いに立ち、質問を行います。

そこで、まず知事に、県内でもひきこもり状

態の方々がおられ、その方々に対し、今後、社

会全体で支える体制を構築していくことが必要

だと考えますが、知事はどのような認識をお持

ちか伺います。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

ひきこもりは、本人だけでなく、職場や学

校、家族などさまざまな要因が複雑に絡み合っ

ており、また、長期化すると家族の孤立や困窮

につながるおそれがありますことから、社会全

体で考えていかなければならない問題であると

認識しております。

このため県では、平成26年度に「ひきこもり

地域支援センター」を設置し、医療や福祉、雇

用など幅広い分野と連携を図りながら、ひきこ

もりの方やその御家族などに対して、きめ細や

かな支援を行うとともに、ひきこもりに対する

県民の理解促進に取り組んでいるところであり

ます。

また、今年度は、地域の実情に応じた民生委

員・児童委員の方々などを対象とした研修、ど

のように情報を共有しつないでいくかというこ

とで、ひきこもりに関する研修を実施すること

としております。

今後とも、関係機関と連携しながら、ひきこ

もりの方やその御家族をしっかりと受けとめる

社会づくりに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

それでは、このひきこもりの○図師博規議員

件につきましては、複数の議員が今までにも取

り上げておりますが、さらなる新たな角度で踏

み込んでまいりたいと思っております。

まず、今答弁にもございましたが、本県は民

生委員・児童委員と連携し、ひきこもりの実態

調査を行っておられます。その調査内容を伺う

とともに、これも知事の答弁にありましたが、

ひきこもり支援のための、ひきこもり支援セン

ター及びひきこもり支援のコーディネーターを

設置・配置されております。このひきこもり支

援センター、コーディネーターの役割と支援状

況について、福祉保健部長に伺います。

まず、本県の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ひきこもりの現状でございますが、昨年度、民

生委員・児童委員の方々に調査した結果、委員

が把握していた、おおむね15歳から65歳までの

該当者の数は601人でございまして、ひきこもり

に至った経緯は、離職や病気、不登校が多いな

ど、その状況はさまざまでございました。

次に、ひきこもり地域支援センターの支援内

容でございますが、センターでは、精神保健福

祉士などの資格を持つ４人の専門コーディネー

ターが、本人や御家族などに対して、電話によ

る対応や面談、訪問などを一貫して行っており

まして、相談件数は、平成29年度が延べ848件、

平成30年度が延べ792件でありました。
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また、身近な地域での支援も重要でございま

すので、各保健所をその圏域のサテライトとし

て位置づけ、地域での相談対応や関係機関との

ネットワークの構築に取り組んでおります。

現在、県内には601名の対象者○図師博規議員

がおられ、４名配置されているひきこもりの支

援コーディネーターが対応している延べ人数な

どは、答弁でわかりました。

それでは、その支援の結果、何人の方の改善

が図られたのか、その改善内容も含めて御答弁

ください、福祉保健部長。

センターでは○福祉保健部長（渡辺善敬君）

昨年度、85人のひきこもりの方に関するさまざ

まな相談を受けたところでございまして、この

中で、御本人に対し、面談などの直接支援を

行ったのは22人でありました。

そのような方々につきましては、本人や御家

族からの要望に応じて、センターに来所してい

ただいたり、コーディネーターが御自宅に訪問

させていただくなど、きめ細やかな支援を行っ

たところでございます。

また、ひきこもりの解消に結びついた実績に

ついてでございますが、本人や家族などに対す

る継続的な支援の結果、一般企業への就労のほ

か、就労支援機関の利用や医療機関への定期的

な通院につなげることができた方々などは、合

計で13人でありました。

私も医療機関に勤務していた○図師博規議員

ころがあります。このひきこもりの方々への対

応は、現場でさせていただいたこともありまし

て、やはり非常に労力、そして時間がかかる対

応であります。

今の御答弁では、４名のコーディネーターが

フル稼働して、年間13名の状況改善が図られた

ということですが、いまだアプローチすらでき

ていない方々が大勢いることも明らかとなりま

した。ゆえに、社会的なサポートが必要なわけ

です。

橋下元大阪市長もツイッターで、「当事者へ

のサポート体制はあるものの、親へのサポート

体制は皆無に等しい」と、親への支援体制の必

要性にも言及されています。

県として、このひきこもり当事者はもちろん

ですが、親や親ではない保護者の方々への支援

体制を積極的に整備すべきと考えますが、福祉

保健部長、いかがでしょうか。

先ほどは、御○福祉保健部長（渡辺善敬君）

本人に対する直接的な支援でございましたが、

ひきこもりの御相談は、御家族から受けるケー

スも多いということで、御家庭での触れ合い

は、本人が社会とのつながりを回復するきっか

けになることなどから、家族への支援は大変重

要であると考えております。

このため、センターでは、家族との電話や面

談などを通じて、その不安や悩みを和らげると

ともに、家族に寄り添いながら、解決に向けた

助言などを行っております。

また、家族教室の定期的な開催や、家族会み

ずからが行う学習会への支援を実施することに

よって、家族同士で不安などを共有し、分かち

合っていただくとともに、ひきこもりに関する

正しい知識や適切な対応を学んでいただいてお

ります。

今後とも、ひきこもりの方の自立を促進する

ため、その御家族の支援にも積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

本当に、このひきこもり対策○図師博規議員

というのは即効性があるものも少なく、持久力

がかかる支援だと思いますが、部長答弁にあり

ました、保健所をサテライト的に活用して、地
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域により密着した形で支援を行う。ではそこ

に、ぜひ、コーディネーターを１人ないし２人

ずつは配置するなどの、手厚い支援が今後も必

要かと思います。宮崎市内から、高千穂に串間

にどれだけの支援が行き渡っているのか。そこ

にかかる時間的な労力も、多分なものがあろう

かと思います。より地域に根差した支援をお願

いいたします。

次の質問にまいります。来る第12回全国和牛

能力共進会・鹿児島大会に関して、４大会連続

の内閣総理大臣賞受賞及び団体賞奪還について

の取り組みをお伺いいたします。

第11回宮城大会では、内閣総理大臣賞３連覇

は死守できたものの、新たな課題や目指すべき

ものも浮き彫りになったことと思いますが、そ

の課題や目標に向かって、宮城大会以降、生産

者や関係者とどのような取り組みをされてきた

のか、具体的な支援内容と今後の計画につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

第12回全国和○農政水産部長（坊薗正恒君）

牛能力共進会に向けましては、ことし７月に宮

崎県推進協議会の総会を開催し、今後４年間の

出品対策の確認を行ったところでございます。

まず、枝肉を審査する肉牛の部におきまして

は、協議会において、今年度実施します、出品

候補牛を生産するための指定交配に係る経費へ

の支援を行っているところでありまして、生ま

れた子牛は、令和３年度に肥育農家へ導入する

ことになります。

また、牛の体型を審査する種牛の部におきま

しては、来年度に指定交配を行い、その後、順

次育成・選定を行ってまいります。

大会の前年度となります令和３年度には、プ

レ全共を開催し、これまでの取り組みの成果を

確認した上で、令和４年度には、県代表を決定

する最終予選会を経て、10月の本番を迎えるこ

とになります。

この間、候補牛の調査・選定や農家支援など

を計画的に進めていく必要がありますので、関

係団体等と一体となって、しっかり取り組んで

まいりたいと考えております。

今年度から種つけ補助などが○図師博規議員

行われるというような御答弁がありました。

それでも前回の大会同様の内容ではなく、そ

こで首席をとれなかった繁殖雌牛の部や、総合

評価の部などへの支援増強をする必要があると

私は思います。

事実、開催県である鹿児島県はもちろんのこ

と、大分、長崎、北海道も前回以上に間違いな

くレベルアップしてまいります。

宮城大会以上に、生産者に直結する具体的な

取り組み支援はないものか、再び農政水産部長

にお伺いします。

議員御指摘の○農政水産部長（坊薗正恒君）

ように、次回大会で、前回以上の成績をおさめ

るために、出品条件の一部変更も踏まえた上

で、新たな対策も進めているところでございま

す。

中でも、出品条件に大きな変更があった肉牛

の出品に向けましては、おいしさに関する脂肪

の質が重要になりますので、これに対応するた

め、種雄牛と繁殖雌牛の遺伝子型を調べ、脂肪

の質の高い候補牛を生産するための指定交配を

行っております。

また、より多くの候補牛から選抜を行うた

め、雄が生まれる確率の高い精液を活用するな

ど、これまでにない新たな選抜手法を用いた対

策を行っているところでございます。

今後は、候補牛の導入や飼養管理における生

産者の負担軽減も図る必要がありますので、そ
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の支援策等につきましては、関係機関と十分検

討を行ってまいりたいと考えております。

御答弁では、脂肪の質を向上○図師博規議員

させるような取り組み、また、導入時の生産者

の経済的負担を軽減するような支援策等々を今

後検討しているということは、大変よく理解で

きました。

ただ、それでも前回大会では、鹿児島県に団

体優勝を持っていかれているわけですから、や

はり目指すべきは団体賞の受賞だと思います。

再度、鹿児島県の全共に臨む部長の意気込み

をお聞かせください。

宮崎牛の名声○農政水産部長（坊薗正恒君）

をさらに高めるためには、全国和牛能力共進会

で最高の成績をおさめる必要があると考えてお

ります。

御指摘のありました団体賞につきましては、

次回大会の基本計画において、前回までのよう

な、各出品区ごとに点数をつけて、その総合得

点で各県の序列を競う方式とはしないという、

見直しの方向性が示されております。

次回大会においては、種牛と肉牛それぞれの

部門で、一つずつ内閣総理大臣賞が授与される

と伺っておりますので、ぜひとも、この両部門

で内閣総理大臣賞を獲得したいという強い思い

がございます。

「４大会連続」の快挙が達成できるよう、生

産者や関係者の力を結集し、「チーム宮崎」一

丸となって、全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

今の御答弁をもう一度整理い○図師博規議員

たしますと、前回大会では審査区分が９つあ

り、それぞれの出品区の点数を足し、その最多

得点となった県が団体賞を受賞していたのです

が、鹿児島大会は、その団体賞自体がなくなる

ことになると。そして、種牛の部で内閣総理大

臣賞が１県、肉牛の分で内閣総理大臣賞が１県

と、２部門だけでの受賞の設定がされる可能性

があるということですね。

ということは、本県は、もちろん肉牛部門で

の４連覇を目指すとともに、種牛の部でも優勝

すれば、これこそ完全な日本一奪還ということ

になることがわかりました。そこを目指す部長

の熱い思いも、今の答弁に込められたと思って

おりますので、さらなる生産者との連携を期待

しております。

それでは、次の質問に移ります。

私は昨年からことしにかけて、中国の大連及

びタイのバンコクに行き、現在県が実施してい

る事業内容に関する調査を行ってまいりまし

た。それに基づいた質問を行ってまいります。

まず、本県と大分県で事業展開している東九

州メディカルバレー構想について伺います。

血液や血管に関する医療を中心に、産学官が

連携を深め、医療機器産業の一層の集積と地域

経済への波及を図り、医療の分野でアジア発展

に貢献することを目指しているメディカルバ

レー構想でありますが、既に人工腎臓を初めと

した血液回路や血管用カテーテルなどの製品

シェアは日本一、さらに血液浄化製品、人工透

析に関係する製品の製造、出荷は世界一のシェ

アを誇っており、宮崎と大分は、血管や血液に

関する医療機器の世界的な生産・開発拠点と

なっています。

そこで、この東九州メディカルバレー構想の

策定後、医療機器生産金額はどう推移している

のか。また、県北を中心とした地場産業にどの

ような効果が今生まれているのか、商工観光労

働部長にお伺いします。

東九州メ○商工観光労働部長（井手義哉君）
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ディカルバレー構想につきましては、平成22年

に策定したところでありますが、厚生労働省の

調査によりますと、本県の医療機器生産金額

は、構想策定前であります平成21年の約138億円

に対して、平成30年には約188億円となっており

ます。

県では、構想に基づき、みやざき産業振興戦

略において、医療関連機器分野を成長産業とし

て位置づけ、参入から機器開発、さらには販路

開拓までの一貫した支援に取り組んでいるとこ

ろでございます。

この結果、宮崎県医療機器産業研究会の会員

企業は、設立当初の32社から94社に増加してお

りますが、その多くは他分野からの進出を目指

す地場企業であり、着実に医療関連機器分野へ

の参入が進んでいるところであります。

また、県北の会員企業を中心に、医療機器の

開発に取り組んでおりまして、既に市場化され

た機器や、市場化が近い段階のものも複数出て

きておりまして、これまでの取り組みの成果が

あらわれてきたものと考えております。

医療機器分野に他産業から参○図師博規議員

入が進み、地場産業が拡大・成長しているとい

う、非常に喜ばしい御答弁がありました。

私は大連市において、大連市立病院の院長や

人工透析治療担当の内科部長及び事務局長らと

意見交換をしてきました。大連市立病院の関係

者の中では、日本の医療機器、特に透析機器の

クオリティーの高さは既に周知されており、私

から説明することを待たずに、「ぜひ、大連市

が行う医療機器の競争入札に参加してくださ

い」と、「そのようにお伝えください」という

ような提案があるほどでございました。

中国は、経済成長に伴い、糖尿病や合併症か

らの慢性腎不全患者が増加しており、医療機器

の需要増加は日本の比ではありません。

その後、調査内容を持ち帰り、旭化成メディ

カルの海外事業部担当者及び九州保健福祉大学

の担当教授へ情報内容を提供し、意見交換をし

てまいりました。

そこで両者から出されたことは、海外での医

療機器販売の販路拡大には、産学官の船団方式

で乗り込むことが不可欠であり、また、その医

療機器を取り扱う人材育成も同時に行うことが

必要であるということが提案されました。

そこで、東九州メディカルバレー構想におい

て、県は、人工透析機器の海外展開に関してど

のような取り組みをされているのでしょうか。

商工観光労働部長に伺います。

県におき○商工観光労働部長（井手義哉君）

ましては、東九州メディカルバレー構想に基づ

き、人工透析など血液や血管に関する医療分野

を中心に、県内大学への委託により、医療関連

技術と機器とをパッケージとした海外展開の取

り組みを実施しているところであります。

昨年度の宮崎大学への委託事業では、大学が

交流協定を締結しておりますタイのソンクラ大

学に、医師と企業の担当者を派遣し、現地の医

師に対し、人工透析の主要機器であります「ダ

イアライザー」などについて、関連技術とあわ

せて紹介を行ったところであります。

同行した企業からは、大学との連携により、

直接、現地の医師と意見交換ができたことは、

今後、さらに販路を開拓する上で有意義だった

との評価をいただいたところであります。

県といたしましては、今後とも、県内大学と

連携し、人工透析機器を初めとする医療関連機

器の海外展開を進めてまいりたいと考えており

ます。

理想的な段階を踏まれている○図師博規議員
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と感じます。ぜひ、県もこの構想の推進にさら

に尽力していただきたいし、現在、このメディ

カルバレー構想の中でも、民間企業が率先して

事業展開し、海外の国立病院などと連携した成

果を上げられているとも聞きますが、どのよう

な内容になっているのか、県が把握していれば

教えてください、商工観光労働部長。

メディカ○商工観光労働部長（井手義哉君）

ルバレー構想に参画する民間企業等におきまし

ても、それぞれ海外展開の取り組みが行われて

いるところでありまして、最近の事例では、メ

ディキット株式会社が中心となりまして、国際

協力機構（ＪＩＣＡ）の採択を受けまして、昨

年９月から２年間の事業をスタートさせており

ます。

この事業は、タイを中心とした東南アジアに

日本の透析技術を普及させるための取り組みで

ありまして、本県及び大分県の産学官が連携

し、タイの２つの拠点病院での現地指導を行う

とともに、アセアン各国の医師を日本で受け入

れて研修を実施することとしております。

このうち、本年度は、11月中旬から２週間、

アセアン５カ国から９名の医師を本県及び大分

県で受け入れまして、研修を行う予定となって

おります。

県としましても、この事業が、海外への人工

透析機器のさらなる普及につながりますよう、

しっかり協力するとともに、今後とも、このよ

うな民間企業等の取り組みを産学官で支援する

ことによりまして、構想の推進に努めてまいり

たいと考えております。

医療機器の海外輸出に関して○図師博規議員

は、今、部長答弁があったとおり、欧米では既

に、医療機器と技術者を一緒に母国で育成し

て、そのまま機械と一緒に帰ってもらう。機械

を送り込めば、その後、メンテナンス、消耗品

がずっとパイプでつながる。そこには、経済が

どんどんどんどん大きくなる、そういう効果が

あります。

今、県もアセアン５カ国から医師の研修を受

け入れ、そして医療機器ごと国へ帰ってもらえ

る、そのような取り組みをされている。理想で

しょう。

そのためにも、相手国との行政関係を強固に

する必要があります。東アジア、その経済成長

と直結する東九州メディカルバレー構想のさら

なる発展、そしてその進捗を、私も今後、しっ

かりと追いかけていきたいと思っております。

それでは次に、タイのバンコクにおいて、映

画やドラマの制作会社の方々とフィルム・コ

ミッション事業に関する意見交換を行ってまい

りました。

このフィルム・コミッション事業とは、映

画、ドラマ、コマーシャル、プロモーションビ

デオなどの映像コンテンツのロケ誘致を行い、

地域と一体となった映像作品づくりを支援し、

また、映像を通じ宮崎の情報を世界に発信する

というものです。

映画やドラマづくりに地元の方々が参加して

もらうことで、地域活性化や話題づくりを促進

し、その映像作品を通じて、地元の方が改めて

宮崎のよさを再認識したり、新たな魅力の掘り

起こしにつなげたりすることも、重要な目的の

一つであります。

そこで、本県も平成18年度から、この宮崎

フィルム・コミッション事業に取り組まれてお

るわけですが、その具体的な内容と現在までの

受け入れの実績、その内容について、商工観光

労働部長にお伺いします。

宮崎フィ○商工観光労働部長（井手義哉君）
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ルム・コミッションは、映画やテレビドラマ、

ＣＭ等のロケを本県で行っていただくことによ

り、映像を通じて本県の魅力を発信し、認知度

の向上や観光客の誘致促進を図ることを目的と

して、ロケ候補地の問い合わせへの対応や、道

路使用許可等の手続のサポート、エキストラの

募集など、ロケを円滑に行うためのさまざまな

支援を行っております。

平成18年度の設立以来、約1,000件のロケに関

する相談や問い合わせへの対応を行っており、

そのうち約400件のロケが県内で行われておりま

す。

その内訳は、バラエティーなどのテレビ番組

や、ＣＭ撮影が多い傾向にありますが、近年の

大手配給会社の映画では、「ひまわりと子犬の

７日間」や「あさひるばん」、また「しゃぼん

玉」などが、県内で撮影されているところであ

ります。

平成18年度以降、1,000件程度○図師博規議員

の相談や問い合わせを受けて、400件のロケが県

内で行われているということ。10年以上過ぎ

て400件、年間にすると40件足らず。その数が果

たして多いのか少ないのか検証します。

映画やドラマの上映は、地域振興の格好の起

爆剤となります。ＮＨＫの大河ドラマに象徴さ

れるように、ロケ地は観光スポットとなり、観

光客誘致の大きなインセンティブになることは

間違いありません。

ちなみに、昨年放送されたＮＨＫの「西郷ど

ん」に関し、延岡市にある西郷隆盛宿陣跡資料

館の入館者数は、平成23年度が1,974人であった

のに対し、平成30年度は３万2,517人と、３万人

以上もの大幅な集客となっております。すばら

しいことです。これを継続させるという方法

が、さらに大変ではありますが。

また別に、佐賀県では、タイやフィリピンな

どの東南アジアからのフィルム・コミッション

にいち早く着手され、2014年には、タイからの

観光客県内宿泊者数が前年度比416％の伸び、さ

らに2015年には、前年度比337％の伸び、２年間

で12倍もの観光宿泊者数増につなげています。

このように、フィルム・コミッション事業

は、インバウンド推進にも大きな効果をもたら

すことが実証されております。

佐賀にできて、宮崎にできないことはない。

ロケーションも、佐賀には決して引けをとらな

い。宮崎にも海あり、山あり、花あり、どこを

とっても絵になる本県であります。本県が、ま

すますこのフィルム・コミッション事業に取り

組むその内容と、商工観光労働部長の意気込み

をお聞かせください。

テレビや○商工観光労働部長（井手義哉君）

映画などの映像等、メディアを活用して本県の

魅力を発信することは、インバウンドの誘客を

図る上でも有効だと考えております。

このため、フィルム・コミッション業務とし

まして、海外のドラマや映画のロケ地に関する

問い合わせへの対応、ロケ地選定のための取材

や撮影時の支援を行うほか、インバウンド対策

といたしまして、海外の新聞、テレビ、雑誌な

どの記者を招請しまして、県内の観光地を案内

するプレスツアーの実施などに取り組んでいる

ところであります。

今後とも、海外への本県の魅力発信や認知度

向上を図るため、メディアを積極的に活用して

まいりたいと考えております。

それでは、実際にロケ班なり○図師博規議員

撮影を誘致する、そしてその撮影を実現すると

なれば、撮影場所の規制の協力や、スタッフや

俳優陣などの受け入れのために、撮影地となる
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自治体との連携が不可欠となります。

撮影を実現させるためには、どのような受け

入れ体制が必要となるのでしょうか、再度、商

工観光労働部長にお伺いします。

映画やド○商工観光労働部長（井手義哉君）

ラマの撮影となりますと、例えば、道路の封鎖

や公共施設の貸し切りなど、地域の方々の日常

生活に影響が出たり、エキストラの出演協力が

求められたりすること等によりまして、撮影を

実現するためには、まずは地元市町村におい

て、ロケ受け入れのメリットを関係団体や地域

の住民の皆さん方にお伝えし、十分な理解を得

るとともに、撮影への協力的な受け入れ体制を

つくっていくことが、大変重要であると考えて

おります。

県におきましては、制作者やロケ受け入れの

候補となる自治体と連携しながら、情報提供や

調整などの必要なサポートを行ってまいりたい

と考えております。

このフィルム・コミッション○図師博規議員

事業は、先行投資的な要素が非常に強くなるか

と思います。招聘をしたところで、実際映像は

撮っていただいたが、それが配給されないとい

うようなリスクもあると聞いております。

ただ、佐賀県は、このフィルム・コミッショ

ン事業に関して、海外からの撮影会社ロケ班の

招聘費だけで200万円、撮影時の交通費・撮影期

間の宿泊費・撮影関係機材レンタル料全て２分

の１補助、海外でのプレゼンテーション費用300

万円など、年間3,000万円を超える予算が捻出さ

れています。

ちなみに本県は、今年度、フィルム・コミッ

ション事業に関する委託費だけ見てみますと、

佐賀県の10分の１程度でございます。

それでも昨年は、日向市の細島港やクルスの

海で、タイの映画撮影があったとも聞いており

ます。本県も東アジアからの関心が寄せられて

いることも事実でありますので、さらなる宮崎

フィルム・コミッション事業の積極的な展開を

期待しております。

次に移ります。次は、１年前にした質問の追

跡質問となります。

国は平成28年の児童福祉法の改正に当たり、

現在、児童養護施設に預けられている子供たち

のうち、３歳未満については５年以内に、それ

以外の未就学の子供たちは７年以内に里親委託

率を75％にすること、さらに小学生以上の子供

たちも10年以内に里親委託率を50％にすること

を含んだ「社会的養育ビジョン」を示していま

す。

国は、今年度末までに、里親委託率を引き上

げることを目的とした、「都道府県社会的養育

推進計画」を策定することを求めてきていま

す。

平成28年度末現在、里親及び小規模居住型児

童養育事業、いわゆるファミリーホームへの委

託率を合わせた里親等委託率は、全国平均でも

約18.3％にとどまっています。

これを、アメリカの里親委託率である77％、

イギリスの72％、つまり欧米並みに引き上げる

ことを、国は目的としているわけです。

国が求めている社会的養育ビジョンの実施に

取り組むのは、来年度からです。

それでは、実際に、来年度から５年以内に３

歳未満児75％や７年以内に未就学児75％なりの

里親委託率が達成できるものなのか、本県の実

態に照らし合わせて質問していきますが、ま

ず、本県の里親等委託率は何％になっているの

でしょうか、福祉保健部長に伺います。

里親等委託率○福祉保健部長（渡辺善敬君）
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につきましては、何らかの事情により実親のも

とで生活ができず、社会的養護を必要とする児

童のうち、里親やファミリーホームに委託され

た児童の割合を示すものです。

本年３月31日現在で、乳児院や児童養護施設

に入所または里親やファミリーホームに委託し

ている児童は、全体で425人おりまして、このう

ち、里親やファミリーホームに委託している児

童は57人でありますので、本県の里親等委託率

は13.4％であります。

本県は、全国平均よりもさら○図師博規議員

に５％低い委託率になっているということがわ

かりました。

425人の子供たちが児童養護施設等に預けら

れ、うち57人が里親等に委託されているという

ことですが、では、国が求める里親等委託率を

達成するならば、今後、何世帯の里親を養成し

なければならないのでしょうか。その積算根拠

も明らかにしながら、御答弁をお願いいたしま

す。福祉保健部長。

国の目標値を○福祉保健部長（渡辺善敬君）

実現した場合の必要な里親数につきましては、

本年４月１日時点での児童数をもとに試算をし

ますと、新たに133世帯の里親等委託が必要とい

うことになります。

この試算につきましては、里親等に委託され

る児童数を、国の目標値をもとに、乳幼児は60

人、学童期以降の児童は173人の合計233人と見

込んだ上で、これを現在の里親等１世帯の平均

委託児童数の1.35で割りますと、必要な里親等

委託世帯数は173世帯となりまして、これから現

在の40世帯を引いたものになります。

もちろん、この児童養護施設○図師博規議員

に預けられる子供たちは流動的ですので、今の

数が全てではありませんが、やはり積算根拠を

持って今後の対応に当たる必要があろうかと思

いますので、お聞きしたところです。

新たに133世帯の里親を５年から10年で育成・

確保していくことは、並大抵のことではありま

せん。

私は昨年、アメリカのマサチューセッツ州ボ

ストンでカウンセリングディレクターをされて

いるティア・キンバーグ氏の講演を聞き、質問

でも取り上げましたが、あえてここでも申し述

べます。

アメリカの里親ケアシステムは、政策的にも

財政的にも既に破綻状態にあり、そのあかしと

して、ボストンだけでも、里親に預けられてい

る子供たちのうち、里親からの暴力や事故、さ

らには食事を与えられないなどのネグレクトに

より、年間35人もの子供が死亡しており、アメ

リカ全土では、昨年だけでも336人の子供が亡く

なっているという衝撃的な事実があります。

さらに、新たな事実として、急速に里親委託

を進めた結果、里親が職業化して、手のかかる

子供は途中で育児を放棄できるクーリングオフ

の制度まで設けられ、これにより10回20回、中

には50回60回、里親をたらい回しされる子供ま

で出るようになっています。

里親をたらい回しにされた子供は、自尊心が

低下し、絶望から犯罪に手を染めてしまうとい

う社会問題にまでつながっています。

欧米がそうであるように、日本も建前は家庭

的養護の推進をうたいながら、実際は予算削減

のための里親移行を進めようとしていることは

明らかなんです。

この強引な政策に歯どめをかけるためにも、

児童福祉の現場の声をしっかり捉えた計画策定

にすべきです。

昨年の答弁では、「児童福祉関係者と丁寧に
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協議を重ねながら計画策定を進める」との答弁

がありました。

これまで、関係者とどのように協議をされ、

またその協議の中でどのような意見が出されて

いるのか、それをしっかり受けとっていらっ

しゃるのか、福祉保健部長にお伺いします。

里親等委託率○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の目標値を検討するに当たりましては、国の計

画策定要領が示された昨年７月以降、児童養護

施設及び乳児院との協議を８回、里親関係者と

の協議を１回実施しております。

また、児童養護施設の関係者とともに、里親

等委託の取り組みが進む他県の状況も視察した

ところです。

こうした協議を通じまして、関係者からは、

「里親等のもとで家族のように養育されること

は、子供にとって幸せなことなので、多くの子

供が里親等に委託されるようになってほしい」

という意見や、「里親等に委託する子供の数を

ふやしていくことの必要性は理解しており、施

設としても協力していきたいと考えているが、

国の目標値は余りにも高過ぎるので、本県の実

情等を踏まえた目標値にしてほしい」という意

見や、「里親等委託を進めていくためには、養

育力の高い里親の育成が必要となる」といった

御意見をいただいているところです。

現場からさまざまな意見が出○図師博規議員

されておるようです。

まさに今、県の計画の策定が進んでいるわけ

ですが、国は計画の中に里親委託率等の目標数

値、年次ごとの目標数値も織り込むように求め

てきています。

やはりこれは余りにも拙速で、子供たちは、

一度目は親から離される寂しさを、そして二度

目は、なれ親しんだ環境から離される寂しさを

味わうことにもなりかねません。

孤児の父である石井十次先生が開設された児

童養護施設「友愛社」を経営・運営されている

児嶋草次郎先生は、次のように述べられていま

す。

「今回示されたビジョンは、日本の社会的養

護の歴史に関心のない、国が指名した医者や心

理学者が中心に策定されたようだが、福祉の歴

史をつくっていくのは、一部の学者や政治家な

のか、それとも現場で命をかけて子供たちの生

活を守っている人々なのか。今、日本の福祉文

化が守られるのか崩壊への道に進むのか、その

分岐点に立たされている」と、強い警鐘を鳴ら

されています。

県は、現場の声に耳を傾け、それを受けと

め、現場に軸足が置かれた計画を策定しようと

しているのか、はたまた国の示す策定要領に軸

足を置いた内容になってしまうのか、どちらに

なるんでしょうか、福祉保健部長、お伺いしま

す。

今回策定する○福祉保健部長（渡辺善敬君）

社会的養育推進計画につきましては、児童福祉

法の理念である「子どもの最善の利益」を実現

するために、家庭での養育が困難な児童につい

て、より家庭に近い環境での養育を優先してい

くという考えに立って、本県の目指すべき社会

的養育の全体像とその実現に向けた方策を示す

ものでございます。

そのため、里親等委託率の目標値につきまし

ても、国の目標を念頭に置きつつ、本県の社会

的養護を必要とする児童一人一人の状況ですと

か、児童福祉施設等の社会資源を十分に踏まえ

た上で、望ましい目標値を設定する必要がある

と考えております。

県としましては、今後も関係機関との丁寧な
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協議を重ねながら、目標値の検討を行ってまい

りたいと考えております。

福祉保健部長も児童養護施設○図師博規議員

へ足を運ばれて、そこの経営者や職員の方々と

意見交換をされていることは、私も知っており

ます。がゆえに、その声が、そして血が通う県

の策定になっていくことを望んでおります。

国の示す社会的養育ビジョンの中には、近い

将来、未就学児の施設への入所を停止すること

や、入所中の子供も原則10年以内を目途に地域

分散化させるなど、さらなる強制的な内容、指

針も織り込まれています。

これに対し、児童福祉関係者が集まって開催

された石井十次セミナー 毎年開催されてお―

りますが において、国のビジョンの内容見―

直し及び取り下げを求める「宮崎・高鍋宣言」

がこの夏、打ち出されました。

私は、この宮崎・高鍋宣言が、ぜひ全国に波

及していくことを願っております。

福祉保健部におかれましては、今まさにその

計画策定の真っただ中にいらっしゃると思いま

すが、ぜひぜひ、現場の声を重く重く受けとめ

ていただき、宮崎だからこそこの計画がつくり

出せたんだという、全国に示されるような内容

にしていただくことを切に願いまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。（拍手）

次は、日高博之議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日高博之議員

んにちは。自民党の日高博之でございます。通

告書に従いまして、順次質問をいたします。

初めに、プロモーションについてお伺いいた

します。

９月11日、ＮＨＫＢＳプレミアムで、日向市

で撮影された「ひなたの佐和ちゃん、波に乗

る」の放送がありました。

このドラマは、サーフィンを題材に、主人公

是澤佐和が、嫌がっていたサーフィンとの出会

いを通じて自分の殻を破り、成長していく女子

高生の姿を描いた、宮崎発の地域ドラマであり

ます。

ちなみに、主人公の友人役は、鎌原副知事が

よく御存じの、宮崎出身の川口ゆりなさんであ

りまして、また、私の巨人軍時代の先輩の娘さ

んということであります。余談で済みません。

日向市からお聞きしたんですが、撮影場所が

日向市に選定された理由は、宮崎県内でも一番

サーフィンで盛り上がっていることや、日向市

細島地区の地域性、人柄など、演出家、脚本家

から気に入ってもらったことが大きかったとの

ことです。

そして、このドラマを通じて、日向市の人や

自然、生活環境、歴史、文化など全国に誇れる

さまざまな魅力を広く発信することにより、日

向市はもとより、宮崎県の知名度の向上や移住

・定住の促進につながっていく、プロモーショ

ン効果の高いドラマになったと思っておりま

す。このことについて、知事はどのように受け

とめられたのか、お伺いをいたします。

次に、防災・減災対策についてお伺いいたし

ます。

昨年の７月豪雨、台風21号、北海道胆振東部

地震などの被害を受け実施された重要インフラ

緊急点検の結果をもとに、昨年度の補正予算か

ら、「防災・減災、国土強靱化のための３か年

緊急対策」が、県内各地で集中的に実施されて

いるところであります。

また、「宮崎県国土強靱化地域計画」を着実

に進め、県民の命・財産を守るための防災・減

災対策は、一層重要性を増しております。

このような中、防災・減災対策を推進し、県
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土の強靱化を実現するためには、国土交通省所

管の県事業だけでも、今後、少なくとも１

兆1,000億円以上の多大な予算が必要と見込まれ

るわけであります。

このため、県議会におきましても、今年度６

月議会で、３か年緊急対策後も継続して国土強

靱化対策を推進することや、財源を安定的に確

保するための措置を講ずることなどを求める意

見書を可決し、国に提出しているところであ

り、県土の強靱化の実現に向けた予算確保は最

重要課題であります。

そこで、「防災・減災、国土強靱化のための

３か年緊急対策」完了後において、国土強靱化

のためのインフラ整備の予算確保に向けた意気

込みを、知事にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、日向市を舞台としたドラマについてで

あります。

このドラマにつきましては、私も、７月に行

われました「細島みなと祭り」に参りましたと

きに、主演の池間夏海さんなど、出演者の方々

と対談する機会がありまして、地元の皆様の出

演も含め、オール日向で取り組まれたと聞いて

おりましたので、楽しみに放送を拝見したとこ

ろであります。

ドラマの中では、サーフィンを通して、日向

市の美しい海岸の風景や、細島地区の伝統・文

化、そして地域の人々の温かい人柄などが描か

れておりまして、本県の魅力が全国に発信され

たことを、大変うれしく、ありがたく思ったと

ころであります。

日向市におかれましては、２年前、世界ジュ

ニアサーフィン選手権を大成功に導いたところ

でありますし、その後、このサーフィンを地域

づくりに取り込む、生かしていくということ

で、「リラックス・サーフタウン日向」を進め

ておられます。このジュニアサーフィンの成功

というものが、今回、木崎浜で行われました

ワールドサーフィンゲームスの開催にも結びつ

いたところであり、大変ありがたく思っている

ところであります。

このドラマが、まさに世界トップクラスの

サーファーの熱戦が繰り広げられた、ワールド

サーフィンゲームスの開催中という絶好のタイ

ミングで制作・放送をされたところでありまし

て、この大会の盛り上げにも大きく貢献をいた

だいたものと感謝しているところであります。

県としましては、こうしたサーフィンを初め

とした宮崎のよさや、このドラマにも描かれた

温かい県民性やゆったりとした暮らしなど、

「日本のひなた宮崎県」の魅力を全国の多くの

皆様に認識していただけるよう、関係機関や県

民の皆様の力をおかりしながら、今後とも積極

的に発信してまいりたいと考えております。

次に、防災・減災、国土強靱化の取り組みに

ついてであります。

切迫する南海トラフ地震や頻発化、激甚化す

る豪雨などの大規模自然災害から県民の生命、

財産を守り、社会機能を維持するためのインフ

ラ整備は、喫緊の課題であります。県土の強靱

化の実現には、予算の安定的・継続的な確保が

重要であると考えております。

国土強靱化につきましては、「骨太の方

針2019」におきまして、３か年緊急対策後の必

要な予算確保の考え方は示されたものの、これ

で全てが完了するわけではなく、令和３年度以

降の予算が不透明な状況にもあります。何とし
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ても、この予算もしっかりとした額を確保する

必要があると考えております。

このため、全国知事会等とも連携を図りなが

ら、防災・減災対策の着実な推進を要望してお

りまして、私自身が、あらゆる機会を捉え、国

土交通省や財務省に対しまして、新たな財政措

置につきまして強く要望してきたところであり

ます。また、先日行われました国土審議会にお

いても、そのような意見を申し述べたところで

ありますし、特に、市町村における国土強靱化

の計画づくりが大変重要になっております。

県は全て計画づくりが終わっているところで

ありますが、市町村において計画をつくって、

需要を積み上げていく、そして予算獲得に結び

つけていくことが重要ということで、ことし、

九州市長会が県内で行われましたときも私が参

りまして、ぜひとも御協力をお願いしたいとい

うようなことも申し上げたところであります。

今後とも、県議会や市町村、関係団体等と連

携をしながら、県土の強靱化の実現に向けて全

力で予算確保に取り組んでまいります。以上で

あります。〔降壇〕

ひなたの佐和ちゃんの件です○日高博之議員

が、題材にもあるように、ひなたの佐和ちゃん

の「ひなた」が使われたということでして、日

本のひなた宮崎県、また、宮崎県の真ひなた日

向市、これが全国に発信されたことは、知事が

言うように、本当にありがたいことじゃないか

なと思っております。

今後とも、こういったプロモーションを積極

的にお願いいたします。

国土強靱化につきましては、知事の意気込み

をお伺いいたしましたが、県土の強靱化に向け

た対策、特にハード事業を進めるためには、い

かに予算や財源を確保していくかが重要な課題

だと考えます。

このような中、国は、国土強靱化の予算配分

に当たって、来年度から地方公共団体が実施す

る事業については、各団体の国土強靱化地域計

画に基づいて実施される取り組み、また、明記

された事業であれば、重点配分や優先採択する

こととしており、さらに令和３年度以降は、各

自治体の地域計画に基づき実施される取り組み

または明記された事業であることを要件化する

ことを検討しております。

このため、国の制度を活用しながら国土強靱

化対策を推進するためには、各自治体が地域計

画を策定することが、知事が言われたように本

当に重要なことでございます。

県は、既に計画策定を終えておりますが、計

画策定に着手した市町村は、宮崎県の場合は12

市町村であり、まだ半数の市町村が着手できて

いない状況であります。

市町村が策定に着手できていない理由は、計

画の対象となる分野が広範囲にわたることや、

計画策定に係るマンパワー不足などがあると聞

いております。

そこで、県土の強靱化を進めていくため、予

算確保や市町村の地域計画の策定などの課題に

対し、県は今後どのような取り組みを行ってい

くのか、危機管理統括監にお伺いいたします。

県では、平○危機管理統括監（藪田 亨君）

成28年12月に策定いたしました宮崎県国土強靱

化地域計画に基づきまして、さまざまなソフト

対策やハード対策に取り組んでおりますけれど

も、計画実現のためには、今後も多大な予算が

必要となります。

このため、先ほど知事からの答弁にもありま

したように、知事を先頭に、新たな予算確保に

つきまして、引き続き国に対し、さまざまな機
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会を通じて要望をしていくこととしておりま

す。

また、県全体の強靱化を進めるためには、県

と市町村が役割分担のもと連携を図りながら対

策を講じることが重要でありますことから、市

町村における地域計画の策定が必要であると考

えております。

このため、県といたしましては、市町村が円

滑に計画策定に取り組めるよう、研修会の開催

や情報提供などにより、早期策定に向けて積極

的に支援をしてまいりたいと考えております。

実際、いろいろ聞いたんです○日高博之議員

けど、県からの情報提供がない首長が、実際い

まだにいます。

一番先に、全市町村の策定に向けて全力で取

り組まなくてはならない宮崎県が、こういうこ

とで本当に予算がとれるのかと、本当に心配で

ございます。

この議会も、この間、６月議会には意見書を

上げました。本当にこれ、何もならなかったん

じゃないかと危惧するところでございます。

だから、危機管理統括監、今後、本当に本気

で進めていかないと、なかなか厳しいんです。

今後どうされますか、お伺いいたします。

国土強靱化○危機管理統括監（藪田 亨君）

対策に関しましては、ハード部分を担う県土整

備部などと連携をいたしまして、取り組んでき

ているところでありまして、これまでも市町村

に対して、担当課長会議等の開催や市町村訪問

等を通じて、地域計画の策定を働きかけてきた

ところでございます。

そういう中、計画の策定には、特に市町村長

の理解は大変重要でございますので、引き続き

未着手の市町村に対しまして、市町村長を直接

訪問することなどにより、地域計画の策定を積

極的に働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

こういった本当に重要な案件○日高博之議員

は、首長にしっかりと説明してもらうことが、

本当に重要でございます。宮崎県が全県で一番

先に達成したということをしっかりと全国に知

らしめることは、本当に重要なことですから、

ぜひ、すぐ取りかかってほしいなと思っていま

す。

そして、私は、８月に、高速道路建設促進宮

崎県期成同盟会で、丸山議長、坂本副委員長と

財務省に要望に行った際に、私のほうから太田

主計局長に、国土強靱化３か年緊急対策の継続

の要望をいたしました。太田局長から、待って

ましたかのように、「はっきり言いましょう。

臨時的な措置は何年も続くことはございません

よ」と言われまして、ＱアンドＡにはまってし

まったわけですね、私が。

そんな感じで受けましたけれども、知事も財

務省に要望に行かれているということでありま

すので、大体ニュアンスはわかっていると思い

ますが、そういった側面もございますので、今

まで以上に性根を入れて、予算獲得に全力で取

り組んでいただきたいと思います。ぜひ、よろ

しくお願いいたします。

次に、ポート2030についてお伺いいたしま

す。

今年７月８日に、本県の港湾関係者など約100

名が出席した宮崎県港湾協会総会におきまし

て、現在、国土交通省港湾局の堀田大臣官房技

術参事官が来県され、「みなとからの地域活性

化」と題し、本県の港湾が抱える課題の整理を

初め、これからの港のあり方をわかりやすく講

演されました。

この講演では、本県の魅力や、現在抱えてい
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る本県の課題を数値的にも整理され、宮崎の港

がどのように貢献されているのか問いかけをさ

れました。

また、細島港におけるアジア諸国の需要拡大

とともに、急増している原木の輸出への対応と

しての岸壁整備や、国の重点項目である農林水

産品の輸出の例など、県内外の需要を取り込

み、稼ぐ力を高めるための港湾における産業振

興の必要性の意見など、講演があったところで

あります。

また、この講演の中で、国が策定した港湾の

中長期政策「ポート2030」について説明があり

ました。

国が策定したこの政策に、非常に興味を持っ

たところでありますけれども、港湾の中長期政

策「ポート2030」とはどのようなものか、県土

整備部長にお伺いいたします、

議員御指摘○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の「ポート2030」につきましては、2030年ごろ

の将来を見据え、我が国の経済・産業の発展及

び国民生活の質の向上のために、港湾の果たす

べき役割や特に推進すべき港湾政策の方向性な

どを、昨年の７月に国が取りまとめたものであ

ります。

ここで示された方向性は、企業の国際的な活

動を支援する「グローバル・バリュー・チェー

ンを支える海上輸送網の構築」「持続可能で新

たな価値を創造する国内物流体系の構築」、ク

ルーズ船のさらなる全国展開を図る「列島のク

ルーズアイランド化」など、８本の柱から成

り、国においては、2030年に向けて経済・産業

を支え、豊かで潤いのある国民生活を実現すべ

く、この政策の着実な実施を図ることとされて

おります。

この講演において、堀田技術○日高博之議員

参事官より、この「ポート2030」の県版をつ

くってはどうかという提案がありました。

また、この「ポート2030」の質疑応答の際に

は、県版を策定するに当たっては、港に関係す

る企業や利用者などの意見をよく聞き、宮崎県

としてどうあるべきか考えながら策定してほし

いとのアドバイスをいただきました。

そして、私が先月、国土交通省港湾局を訪問

し、堀田参事官にお会いした際に、県版の

「ポート2030」の作成について意見があって、

宮崎県の取り組みに期待をされているところで

ありました。

私も同じように、宮崎県版「ポート2030」を

策定すべきと考えていますが、県において、港

湾の中長期政策「ポート2030」を策定する考え

はないか、県土整備部長にお伺いいたします。

グローバリ○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ゼーションの進展や産業構造の多極化など、港

湾を取り巻く国内外の社会経済情勢は大きく変

化してきており、本県におきましても、海上輸

送ネットワークの拡充や効率化、港湾機能の多

様化が必要となっていることから、現在、新た

な岸壁整備やフェリー等の大型化への対応、官

民連携型複合ビルの検討などを進めているとこ

ろであります。

加えて、南海トラフ地震や津波などの大規模

な自然災害に備えた国土強靱化や老朽化対策、

クルーズ需要への対応やにぎわい空間の創出に

ついても、さらなる取り組みが求められており

ます。

このようなことから、本県港湾のあるべき姿

を、幅広い視点で中長期的に見据えたビジョン

が必要だと考えており、今後、国や港湾関係者

等に意見を伺いながら、宮崎県版の「ポー

ト2030」の策定に向けまして、取り組んでまい
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りたいと考えております。

ぜひとも、策定をよろしくお○日高博之議員

願いいたします。

全国の都道府県が策定した港湾の中長期政策

のホームページを調べましたけれども、まだ、

県版の策定をした県の例はありません。

このため、本県が策定すれば、全国に先駆け

て、一番に策定ができるということでありま

す。

県版「ポート2030」を策定することが、国へ

の予算要望時のアピールポイントとしての活用

につなげられますし、今後、本県の港湾整備と

して重要な細島港の水深15メートル岸壁の整備

等にもつながってくると思っております。

来年にできれば、ちょうど語呂がよくて、

「2020」から「2030」、10年ですね。年次的に

もちょうど節目がいい。ですから、このすばら

しい中長期政策「ポート2030」の策定をよろし

くお願いいたします。

次に、建設産業が抱えている課題について、

何点かお伺いいたします。

まず、公共工事における工事書類の簡素化に

ついてであります。

建設業者が、県の工事に元請として新たに参

加しようとする場合、現場の施工管理者などの

提出書類が多く、貴重な技術者が書類作成に追

われるため、書類作成を必要としない下請をし

たほうがもうけ率がよいという話を、建設業者

から聞いているところであります。

公共事業の品質確保を図ることが重要である

ことは十分認識しておりますが、建設業界の働

き方改革や担い手の育成・確保のためにも、工

事書類の簡素化は喫緊の課題であると考えてお

ります。

そこで、公共事業の書類の簡素化について、

県はどのように取り組むのか、県土整備部長に

お伺いをいたします。

工事書類の○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

簡素化につきましては、建設産業における働き

方改革を推進し、担い手の育成・確保を図る上

で重要であると認識しており、県では、平成21

年度に簡素化要領を定め、これまで改善の取り

組みを実施してきたところであります。

このような中、国におきまして、長時間労働

の是正や生産性向上を図る取り組みが推進され

ており、建設関係団体からも、さらなる簡素化

の要望があることから、ことし７月に、県と建

設関係団体で構成しますワーキンググループを

設置し、書類の削減・軽減を図るための具体策

を検討しているところであります。

今後とも、公共工事の品質確保を図り、関係

団体とも意見交換を行いながら、より一層、書

類の簡素化に努めてまいります。

ワーキンググループを設置し○日高博之議員

て、具体策を検討ということなので、この辺、

前にどんどん進めるように、業界とうまく連携

を図ってもらいたいと思います。

次に、適正な工事費の設定についてお伺いい

たします。

品確法では、発注者の責務として、適切な予

定価格の設定や適正な設計変更が位置づけられ

ておりますが、現場によっては、設計図書で示

した施工条件と一致しない悪条件の場合もある

との声をよく聞いております。

本県の平成30年度の不調・不落の発生状況を

見ますと、発生率は、環境森林部が18.0％、農

政水産部が19.5％、県土整備部が9.2％となって

おります。

建設産業においては、若年入職者の減少や技

術者等の高齢化といった問題がありますが、将
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来にわたって、社会資本の整備や災害からの迅

速かつ円滑な復旧を担う地域の守り手として今

後も活躍し続けるためには、建設業者の健全で

安定した経営が不可欠であります。

そこで、建設業者は適切な利益を確保するこ

とが必要だと考えますが、工事費の設定につい

てどう取り組んでいくのか、まずは工事件数の

多い順に、県土整備部長、農政水産部長、環境

森林部長にお伺いいたします。

建設業者が○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

適正な利益を確保することは、将来にわたる公

共工事の品質確保と、その担い手の中長期的な

育成・確保のために大変重要であると認識をし

ております。

工事費の設定に当たりましては、まずは工事

箇所を調査・確認し、現場の条件や施工の条件

を十分に把握した上で、工事に必要となる経費

を積み上げて算出しております。

その上で、契約後、条件に変更が生じた場合

には、県で作成しました「設計変更ガイドライ

ン」に基づき、発注者、受注者双方で協議の

上、設計変更を適正に行うこととしており、必

要に応じて、現場の施工実態を反映した見積も

りを活用するなど、現場条件を十分に考慮し

た、きめ細かな積算に努めているところであり

ます。

農政水産部に○農政水産部長（坊薗正恒君）

おきましては、農作物の作付や農業用水の通水

時期との調整などから工期に制約がある工事も

多く、また、資材や機材の搬入が困難な現場条

件の厳しい山間部の工事もございます。

そのため、施工方法や工事用道路などの仮設

工事の検討に当たっては、建設関係団体の意見

も参考にするとともに、標準的な工法で施工で

きない場合には、見積もりにより経費を積み上

げるなど、現場状況を十分に考慮した、きめ細

かな設計積算に努めているところであります。

今後とも、関係団体と十分な意見交換を行い

ながら、適正な工事費を設定するとともに、公

共工事の円滑な執行に取り組んでまいります。

環境森林部に○環境森林部長（佐野詔藏君）

おきましては、県土整備部と同様の取り組みを

行っておりますが、工事の多くが山間部の急斜

面や人里から離れた遠隔地で行われている状況

にあります。

このため、建設関係団体からの意見等も踏ま

えまして、平成27年度から、急斜面等において

は、労務単価の高い山林砂防工を適用するよう

にしましたほか、昨年度から、通常より経費が

かさむこととなる遠隔地の工事につきまして

は、諸経費の割り増しを行い、工事費に反映さ

せております。

また、現在、立木の伐採経費につきまして、

より現場条件に即した設計積算となるよう、見

直しを検討しているところであります。

今後とも、職員の技術力向上に努めますとと

もに、建設関係団体と十分に意見交換を行いな

がら、より一層、適切な工事費の設定に取り組

んでまいります。

環境森林部長、特に山間部は○日高博之議員

山で大変だということが答弁でありましたけ

ど、一番危惧しているのは、やっぱり立木の伐

採経費の設計積算の問題があるようであります

ので、見直しをしているということなので、品

確法に即した適正な事業費の確保を、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、建設工事の最低制限価格についてお伺

いいたします。

建設産業の健全な経営のためには、工事の受

注で適正な利潤を確保することが重要でありま
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す。

工事の最低制限価格については、建設業界も

要望されておりましたが、今年４月に、上限

が90％から92％に引き上げられました。

宮崎県の最低制限価格は、国の算定式に、県

独自の補正係数を掛けて算定されております

が、一定の価格以下では、最低制限価格が92％

に届かない状況にあります。

このため、全ての工事で最低制限価格の引き

上げの効果が得られるよう、補正係数を上げる

などのさらなる見直しが必要であると考えま

す。

そこで、建設工事の最低制限価格の算定式に

は、県独自の補正係数が掛けられていますが、

この補正係数を上げることはできないのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

最低制限価○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

格は、公共工事の品質確保やダンピング受注の

防止を図るために設けるものであり、本県の場

合、国の算定式に本県独自の補正係数を乗じる

ことで、国や他県の水準より高い状況となって

おります。

本年４月に、最低制限価格の上限を90％か

ら92％に引き上げたところであり、現時点での

平均落札率は、公共三部全体で92.3％となって

おり、昨年度の同じ時期より約1.1ポイント上昇

しております。

県としましては、建設産業を取り巻く厳しい

環境は十分に認識しておりますので、今後と

も、建設業団体と意見交換を行いながら、国の

動向や建設産業の経営状況等を注視してまいり

ます。

昨年度と比較すると1.1ポイン○日高博之議員

ト上昇したということで、引き上げ効果は出て

いると。今、国土強靱化で仕事が多いから、

やっぱりそうなってくる。

しかし、これからまだわかりません。国の算

定式に県の補正係数を乗じても、ごく一般的な

土木一式工事で算定すると、7,500万円程度にな

らないと92％にならないですね。0.02％が1.05

になれば、1,000万円ぐらいから92％じゃないで

すか。

本県は、Ａクラス、Ｂクラスの業者が多いこ

とから 全部建設業、私たち地元で一次を請―

けるんですけど ぜひ、知事の英断で県の補―

正係数を上げてほしいという要望は強いです。

ですから、今後とも、その辺いろいろ精査し

て、検討していただきたいなと思っておりま

す。

次に、建設産業の担い手確保についてお伺い

いたします。

建設産業は、社会資本の整備や防災・減災を

担う不可欠な存在であり、また、地域経済を支

える重要な産業であります。

また、その年齢構成は、平成27年の内訳を見

ますと、50歳以上が２万2,774人で全体の約52％

を占める一方、29歳以下が4,109人で全体の９％

と、建設業就業者の高齢化が進行している状況

にあります。

このままですと、少子高齢化により、人材確

保をめぐる地域間、産業間の競争の激化の中

で、技術者等の担い手不足がさらに深刻化する

ことになります。

このような建設産業の状況は、県民全体にか

かわる重要な問題でありますが、県民の関心は

高まっていないと。企業の担い手確保を後押し

するためにも、建設業が大変な状況にあること

を皆で共有する必要があり、そのためにも、広

く意見を求め、問題を共有する機会が必要であ

り、私は、審議会などの活用が有効であると考
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えます。

他県の例で申し上げますと、沖縄県では、最

低制限価格の引き上げなどの重要事項について

も、第三者を含めた審議会で審議をしていると

聞いております。

そこで、本県におきましても、こうした担い

手確保など建設産業が抱える課題に対応するた

め、審議会などの活用により、産学官から幅広

く意見を聞く必要があると思いますが、県土整

備部長に考えをお伺いいたします。

担い手確保○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

など、建設産業が抱える課題について、産学官

から幅広い意見を求めることは、大変重要であ

ると認識をしております。

このため、ことし７月、新たに建設業団体や

高校、大学などの教育機関等の産学官で構成し

ます「建設産業担い手確保連携推進会議」を設

置し、学識経験者等から、保護者やＵターン者

向けの情報発信の重要性や、インターンシップ

の有効性など、建設産業が抱える労働環境や雇

用実態に即した貴重な御意見をいただいたとこ

ろであります。

県としましては、まずはそれらにしっかりと

対応していくため、今後ともこの連携推進会議

を活用するとともに、定期的に建設業団体と意

見交換をしながら、現場の実情に応じた必要な

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

なぜこういう質問をしたかと○日高博之議員

いいますと、担い手確保のためには、まず、

「給料が高い」「休暇がある」「希望が持て

る」という「新３Ｋ」へいかに脱皮をしていく

か。そのためには、建設産業というものの全体

の体質改善がどうなっているのか、品質の向

上、これは県民から支持してもらう必要がある

からであります。

ぜひ、「建設産業担い手確保連携推進会議」

を本当に実のあるものにしていただきたい。部

長、今後とも見守りたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

次に、話題をかえまして、特別養護老人ホー

ムの現状と今後のあり方についてお伺いいたし

ます。

公益法人全国老人福祉施設協議会が行った、

介護老人福祉施設等の平成29年度収支状況等調

査によると、赤字施設は過去最大の36.2％に

なっており、経営状況の厳しさが増しているこ

と、さらには、内部留保のうち現預金として再

投下が可能な社会福祉充実残額について、拠点

単位で集計を行ったところ、集計対象施設のう

ち74.7％の施設において、充実残額がマイナス

となっており、約７割の施設で再投下可能な財

源を持ち合わせていないという結果でした。今

後、建てかえ等に際しては、大きな課題になる

と予測されます。

そこで、本県の状況はどうなっているのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

議員から御質○福祉保健部長（渡辺善敬君）

問のありました、全国老人福祉施設協議会が実

施した収支状況等調査につきましては、都道府

県ごとの状況が公表されておりません。このた

め、集計方法が若干異なりますが、社会福祉法

人が公表した財務諸表等をもとに、県において

独自に集計した結果を申し上げます。

まず、県内の特別養護老人ホームの拠点ごと

の収支状況でありますが、平成29年度決算にお

いて、サービス活動とサービス活動外の総合的

な収支を示す「経常増減差額」がマイナスと

なっている、いわゆる赤字施設でございます

が、民設民営の100拠点中37拠点、37.0％となっ
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ております。

次に、平成30年４月１日現在で、法人の活用

可能な財産から、将来の建てかえ費用など事業

継続に必要な財産を控除した「社会福祉充実残

額」がない社会福祉法人は、県内の特別養護老

人ホームを運営する74法人中55法人、74.3％と

なっておりまして、いずれの数値も、全国とほ

ぼ同様の結果となっております。

集計方法が若干異なるという○日高博之議員

ことで、しかし、こんなにひどいのかと、正

直、びっくりしたところであります。

赤字施設が100施設中37施設、そして、社会福

祉充実残額がない社会福祉法人が、74法人中

の55法人。単年度とはいえ、地域包括ケアシス

テムを構築する中での中核的な社会福祉法人、

また特別養護老人ホームの現状は、本当に厳し

い。

また、中山間地域の施設においては、特別養

護老人ホームそのものが地域の産業になってい

るんですね。このままだと、先行きが見えず産

業の衰退にも大きくかかわる死活問題だと、切

実なことを言っている自治体もございます。

また、指定権者である県の役割も非常に重い

というふうに考えております。

そこで、特別養護老人ホームの経営の状況に

ついて、どのように受けとめ、今後どのように

対応していくのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

特別養護老人○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ホームは、重度の要介護者の受け皿として重要

な役割を果たしておりまして、入所者に安心し

た生活を提供する上でも、その経営が健全であ

ることが求められると考えております。

先ほど答弁しました収支状況につきまして

は、平成27年度の介護報酬改定において、基本

報酬が引き下げられた影響もあると考えられま

すが、特別養護老人ホームの経営を取り巻く環

境は、各施設やそれを運営する社会福祉法人に

よってさまざまでありますので、今後さらに詳

細な分析を行いたいと考えております。

また、分析結果を市町村等と共有しまして、

関係機関が連携して特別養護老人ホームの健全

経営に向け知恵を絞るとともに、健全な経営が

維持できるよう、施設の収入の大部分を占める

介護報酬の適正な改定について国へ要望するこ

とも含め、必要な対応を検討してまいりたいと

考えております。

部長が言われたとおり、まず○日高博之議員

分析してどうなのか。それを、どう市町村と連

携していくのかということが、すごく重要に

なっております。連携というか、問題意識を市

町村と共有することが非常に重要だと思いま

す。ここに力を入れてほしいなと思っておりま

す。

次に、民生委員についてお伺いいたします。

山間部などの過疎地域においては、地域住

民、特に高齢者のさまざまな困り事があると思

います。

市町村社会福祉協議会や民生委員といった地

域福祉にかかわっている人たちは、これらの声

を直接聞く機会が多いと思われますが、福祉保

健部長に代表的なものを教えていただきたいと

思います。

民生委員・児○福祉保健部長（渡辺善敬君）

童委員につきましては、みずからも地域住民の

一員として、地域福祉の一翼を担っていただい

ておりまして、県内では平成31年４月１日現

在、2,317名の方が活動されております。

その活動報告によりますと、相談・支援件数

で最も多いものは、通院の付き添い、買い物の
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代行、ごみ出しなどをどのように行えばよいの

かなどの困り事が、全体の４分の１となってお

りまして、最多を占めております。

また、中山間地域の方からは、独居の高齢者

の見守りや話し相手などの、地域に密着した活

動への要望が多いと伺っております。

ことしは、民生委員の改選の○日高博之議員

年に当たると思います。都市部もそうですが、

特に過疎地域においては、なり手がいないと

いった声をよく聞いております。

また、児童虐待や高齢者のひとり暮らし世帯

の増加が社会問題となり、民生委員の役割が本

当に増大をしております。

そこで、民生委員の人材確保に向けた取り組

みについてお伺いいたします。

人口減少や価○福祉保健部長（渡辺善敬君）

値観の変化が進む中で、議員の御指摘のとお

り、民生委員・児童委員の担い手の確保が課題

となっております。

このような中、県では、その功績や活動を県

民に周知するため、知事表彰等を行っているほ

か、ＰＲ動画の作成やフォトコンテストの開

催、県政番組等の活用などの広報に取り組んで

おります。

また、民生委員・児童委員の活動をサポート

するとともに、将来的に後継者にもなり得る福

祉協力員等の設置を推進しているところです。

さらに、幅広く候補者の選定や推薦をお願いす

るために、市町村を直接訪問しております。

今年度は３年に一度の一斉改選の年でござい

ますので、今後とも、市町村と手を携えて、民

生委員・児童委員の人材確保に取り組んでまい

りたいと考えております。

困り事、地域の実情を誰より○日高博之議員

も把握しているのは民生委員の皆さんでありま

すので、まさしく地域のキーパーソンに、必ず

これからなってくると思います。

しかしながら、その活動に対する報酬という

のは本当に低くて、これは大きな課題だと私は

思っております。処遇改善についても、やはり

国に強く働きかけていただきたいというふうに

要望したいと思います。

次に、中山間地域の活性化についてお伺いい

たします。

日向市においては、市の福祉部門と市の社

協、社会福祉法人が協力して、介護保険のサー

ビスＤと言われる総合事業の中で、地域の高齢

者の足の確保といったことを検討していると聞

いております。

この取り組みがモデル的に成功すれば、山間

部などの過疎地域でも応用できるのではないか

と、期待をしているところであります。

県として、この取り組みを積極的に応援して

はどうかと思っておりますが、福祉保健部長に

見解をお伺いいたします。

高齢者の移動○福祉保健部長（渡辺善敬君）

支援につきましては、特に交通手段の乏しい山

間部において、極めて重要で喫緊の課題だと考

えております。

議員御指摘の取り組みは、日向市によります

と、現在、市内の山間地域を対象に、介護保険

を利用せずに実施しているモデル的取り組み

を、「介護予防に資する通いの場に行くための

移動支援」として、財政的に安定した事業運営

のため、介護保険事業に移行させる予定という

ふうに伺っております。

県としましては、介護保険制度への移行に当

たっては、その対象者が要支援者等に限定され

るといった課題もありますが、この取り組み

が、他の山間部の過疎地域でもそのまま応用で
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きるのか、関係する町村等と意見交換をしてい

きたいと考えております。

また、高齢者の移動支援については、介護保

険制度の適用といった福祉・保健分野に限ら

ず、まちづくりや交通政策といった観点からの

部局横断的な取り組みが必要だと考えておりま

す。

日向市の取り組もうとしてい○日高博之議員

る高齢者の移動支援の可能性を、県も、先見的

な気持ちを持って後押しをしていただいて、ま

た、県もそれをどう活用できるかというところ

が、本当に重要だと思います。

私、１期目からずっと福祉保健部といろいろ

やりとりをしてきました。ここで、福祉保健部

長に要望をいたします。

ことしは、部長、次長、長寿介護課長、介護

連携室長、さらには施設、居宅のリーダー、こ

れが一気に全部変わりました。

総務部長、人事にクレームをつけるつもりは

ありませんが、正直、１年やそこらで、介護保

険は簡単にマスターできるものではございませ

ん。そしてまた、市町村の介護保険担当者から

も、県の担当職員の継続を望む声を強く聞きま

す。これで、本当にこの地域包括ケアシステム

の構築ができるのか、そういったことも踏まえ

て、部長に改革をしてもらいたい。

ぜひ、福祉保健部の事業を思い切りゼロベー

スで見直して、例えば、ことしはこれとこれと

これを、目標を立てて必ずやり遂げるんだと

いったようなめり張りをつけて、知恵とアイデ

アを結集してもらって、山より重い福祉保健部

を、ぜひ動かしていただきたいと、エールを送

ります。よろしくお願いいたします。

次は、総合政策部長に伺います。

山間部などの過疎地域の小さな集落におい

て、お互いの助け合いで、買い物支援をしてあ

げたり、病院まで乗せていったりというような

ことも、実際にあると聞いております。

今後は、こういった集落単位の取り組みにつ

いても持続できるような仕組みにしていかない

といけないと思いますが、総合政策部長の考え

をお伺いいたします。

中山間地域に○総合政策部長（渡邊浩司君）

おきましては、県平均よりも早く進む少子高齢

化の中で、将来にわたって安心して暮らすこと

のできる環境づくりが喫緊の課題となっており

ます。

そこで、今年度、中山間地域振興計画を改定

いたしまして、「宮崎ひなた生活圏づくり」と

して、拠点となる集落と周辺集落のネットワー

ク、あるいは医療・介護・防災といったセーフ

ティーネットの構築等に、福祉保健部など関係

部局と連携して取り組むこととしております。

その際には、地域住民の主体的な取り組みも

重要でありますので、生活に必要な移動手段の

確保を初め、高齢者宅への配食ですとか日常の

買い物支援といった、福祉サービス等の課題に

ついても話し合いを行い、地元市町村や団体等

と連携しながら、持続可能な仕組みづくりに取

り組む地域運営組織の形成などについても支援

を行ってまいりたいと考えております。

福祉保健部長と総合政策部○日高博之議員

長、連続で聞いたんですけど、この高齢者の移

動支援という、簡単に言えばそれだけかもしれ

ませんけど、これ、はっきり言ってニーズ高い

です、これから。地域包括ケアシステムを構築

していく上でですね。だから、総合政策部長、

やはり福祉保健部だけではできないんですね。

わかりますよね。

もうこれは、連携といっても、前の部長にも
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言ったけど、縦割りがあるんです、見えない縦

割りが。これをどうにか崩していく、交わりを

持つ。これはやっぱり、筆頭部長である総合政

策部長の使命でありますから、ぜひ、それを

やってほしいなと。この高齢者の移動支援につ

いては、福祉保健部長と真の連携をとってもら

いたい。同じ「ワタナベ」ですから、ぜひお願

いしたいと思います。

次に移ります。第81回国民スポーツ大会の天

皇杯獲得に向けた競技力向上の取り組みについ

て、お伺いをいたします。

天皇杯獲得を目指すためには、まず、国体で

活躍できる選手を確保することが重要であると

考えます。

少年競技の強化については、県の強化指定校

を中心に強化が図られているようですが、成年

競技については、県内の有望な高校アスリート

の多くが、都市部の大学へ進学した後、そのま

ま県外で就職している状況があり、本県の大学

や企業等で活躍する選手が少ないのではないで

しょうか。

まず、何よりも本県で発掘・育成した有望選

手は、県内でしっかりと確保していくことはも

ちろん、全国で活躍しているアスリートについ

ても、県内の企業等で確保していくことが、本

県の競技力向上につながると考えます。

そこで、県内外の有望なアスリートを確保す

るための受け皿づくりについて、教育長にお伺

いいたします。

第81回国民スポーツ○教育長（日隈俊郎君）

大会での天皇杯獲得を目指すためには、議員御

指摘のとおり、全国トップレベルのアスリート

を県内企業等で確保し、成年競技の競技力向上

を図ることが、大変重要であると考えておりま

す。

また、このことは、企業等にとりましても、

イメージアップや社員・職員の連帯感の向上な

ど、さまざまな効果があると伺っております。

そのため、宮崎県競技力向上対策本部に、経

済団体や関係部局の関係者で組織します「社会

人アスリート等確保専門委員会」を設置しまし

て、７月に開催した第１回会議において、受け

皿づくりに向けたさまざまな検討を行ったとこ

ろであります。

今後は、本県企業、経済団体などとさらに連

携を深めながら、アスリートの活躍できる環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。

ぜひ、選手強化をよろしくお○日高博之議員

願いいたしたいと思いますが、それに加えて、

指導体制の強化についても、早急に取り組むべ

き課題だと私は思っております。

私が以前、一般質問で取り上げました、富島

高校の例ですが、濱田監督が就任したら、廃部

寸前だった野球部を二度甲子園出場に導いた

と。全国でも紹介されるなど、大きな成果が

あったと。

選手の能力を伸ばすかどうかは、やはり指導

者次第だと思います。私も野球をしていたん

で、私はちょっと指導者に恵まれなかったから

しようがないんですけど。また、指導者を支え

る環境の充実も非常に大切だと考えます。

そこで、指導体制の充実・強化にどのように

取り組んでいくのか、教育長にお伺いいたしま

す。

昨年度策定しまし○教育長（日隈俊郎君）

た、宮崎県競技力向上基本計画の中で、対策の

一つとして、指導体制の充実・強化を掲げてい

るところであります。

現在、県内の有望指導者を、全国の強豪校や

大学、企業チームへ派遣したり、また、強化指
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定校の部顧問や、国体に出場するチームの監督

を対象とした研修会を開催したりするなど、県

内指導者の資質向上を図っているところであり

ます。

また、今年度からの新たな取り組みといたし

まして、全国トップレベルの指導者、例えば、

馬術競技や剣道競技等において、国体や全国大

会で優勝に導いた方などを、「国体チームアド

バイザー」として招聘いたしまして、組織体制

の指導・助言や、技術指導等を始めたところで

あります。

今後は、天皇杯獲得を目指して、これらの取

り組みをさらに充実させるなど、さらなる指導

体制の充実・強化に努めてまいりたいと考えて

おります。

国体チームアドバイザーとい○日高博之議員

うことですね。全国よりすぐりの実績のある指

導者を一本釣りで招聘させると。これは、今の

教育委員会からすると、何か１ランクも２ラン

クも上がったような気がしてるんですけど、徹

底してこれには取り組んでもらいたいなと思っ

ております。

さて、６月議会で、「天皇杯を目指すため

に、練習環境の整備などの課題についても、競

技団体や関係機関等と連携しながら取り組んで

いく」と、教育長が答弁をされております。

環境条件の整備については、県の基本計画に

盛り込まれており、選手の発掘・育成・強化や

指導体制の充実・強化を計画的に進めていくこ

とはもちろんですが、選手強化を図るための基

盤となる練習環境の整備についても、競技力向

上には欠かせないことだと私は認識しておりま

す。

もし、整備されていないものがあれば、日常

的に計画的な練習ができるように、早急に対応

すべきだと考えます。

そこで、選手が効果的な練習を行える環境整

備について、教育長にお伺いいたします。

議員御指摘のとお○教育長（日隈俊郎君）

り、天皇杯獲得を目指すためには、選手が実戦

感覚や技術を確実に身につけ、効果的な練習が

行えるような環境を整備することが、大変重要

であると認識しております。

しかしながら、老朽化している施設を初め、

十分な機能を満たしていない施設等で練習を

行っている現状もございます。

このことから、選手が最大限のパフォーマン

ス・競技能力を発揮できるよう、競技団体や関

係機関、関係部局等と連携を図りながら、計画

的に環境整備を進めてまいりたいと考えており

ます。

体操とか水球、アーチェリー○日高博之議員

とか、多分そういうのはないかと思っています

から、その辺もしっかりと対応ができる環境を

つくっていかなくちゃならんというふうに思っ

ているんです。天皇杯を目指すわけですから。

だから、教育長、県を挙げて最大限に努力す

るじゃなくて、推進をしてもらいたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

最後に、進洋丸の代船建造の進捗状況につい

てお伺いいたします。

去る９月５日、宮崎県海洋高校の生徒34名

が、約70日間にわたるハワイ沖での長期乗船実

習に向けて出港いたしました。

出港の際、校長先生から、乗船実習を経験す

ることで、見違えるほどに生徒たちが成長して

帰ってくるということを伺いました。これから

の社会に羽ばたく子供たちが協調性や忍耐力を

身につけるためにも、実習船での実践教育は欠

かせないものであると思います。
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このように、水産海洋教育の重要な役割を担

う実習船「進洋丸」でありますが、「県民の

船」としての多目的な利用や災害時の支援活動

など、県が所有する船として大変重要な側面を

持っております。

しかしながら、竣工から15年がたち、実習船

の一般的な耐用年数が20年であることを考えま

すと、船体の老朽化が心配され、外洋での航海

を行う実習船として、また多目的利用の面から

も、早急な代船建造が望まれるところでありま

す。

そこで、宮崎海洋高校実習船の建造計画につ

いて、現在の準備状況を教育長にお伺いいたし

ます。

宮崎海洋高校の実習○教育長（日隈俊郎君）

船についてでありますが、議員の御指摘のとお

り、また、議会からもそのようなお話を承って

おります。この実習船は、耐用年数が迫ってい

ることもあり、乗船実習の安全を確保するため

には、新たな実習船の建造が必要であると考え

ております。

そのため、県教育委員会と海洋高校での意見

交換を行うとともに、外部有識者などを招いて

の会議において、実習船の仕様や利活用に加

え、防災面や木材の利用など、さまざまな観点

から意見をいただいているところであり、ま

た、他県の実習船を視察し、建造に関する情報

の収集も行っているところであります。

今後、いただいた意見や情報をもとに、建造

に向けた検討を鋭意重ねてまいりたいと考えて

おります。

ぜひとも、「県民の船」とし○日高博之議員

て、利活用の幅を広げた、費用対効果の高い実

習船の建造をお願いしたいと思います。

さて、もう本当に最後の最後なんですけど、

視点を少し変えますが、現在、マイクロプラス

チックに代表される海洋汚染や地球温暖化、さ

らには、大規模な自然災害等が各地域で発生

し、持続可能な社会の構築のためにも、さまざ

まな場面での対応が求められております。

特に環境面におきまして、国際条約の規制に

より、寄港地によっては、窒素酸化物の排出を

抑制する脱硝装置の搭載も義務化されると聞い

ております。

そこで、今後、実習船を建造するに当たっ

て、どのような点に配慮するべきと教育長は考

えているのか、お伺いをいたします。

海洋水産業の担い手○教育長（日隈俊郎君）

を育成します実習船について、まずは、教育課

程上必要となる実習を安全に実施するための適

切な基本性能・規模が重要であると考えます。

あわせて、近年、環境に対する規制が世界的

に進んでいることから、今お話にありましたと

おり、今後、実習船建造を計画していく際は、

脱硝装置等の環境基準への対応も大変重要であ

ると認識しております。

また、実習船は、災害時の救援活動や避難施

設としての活用なども考えられますことから、

これまで以上に県民の期待に応えることができ

る船となるよう、多方面からの御意見をいただ

きながら、検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

脱硝装置は絶対つけないと、○日高博之議員

港に寄港できないということになりかねないの

で、これは強く要望いたしたいと思います。

県には、進洋丸のほか調査船宮崎丸 知っ―

てますかね、知らないですね。これも竣工か

ら、実をいうと16年たっております。老朽化が

本当に心配されております。これは、次の機会

にやりたいと思います。
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以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○山下博三副議長

きます。

次は、来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に基づ○来住一人議員

いて質問をしてまいります。

観光庁が発表した７月の訪日旅行者のうち韓

国人は、昨年同月に比べ7.6％減となりました。

４月～８月の宮崎空港を利用したソウル線の外

国人は、昨年同期に比べ26.7％と大きく減少し

ております。

イースター航空は、あすから運休することに

なりました。例年、冬の時期になると、韓国か

ら多くのゴルファーが宮崎にも見えますけど、

これも大変心配であります。

県産材の丸太が、昨年、韓国に３万9,000立方

メートル輸出されております。宮崎市、綾町、

美郷町は、韓国の地方都市と姉妹友好都市の連

携を結んでおり、国と国との関係はもちろんの

こと、本県も経済・文化において韓国とは深い

関係にあり、多くの県民の皆さんが心配し、関

心を持っておられると思います。

今日の厳しい関係になった始まりは、半導体

の原材料などの輸出規制に続いて、８月２日、

韓国を輸出管理の手続を簡素化する優遇措置の

対象国（ホワイト国）から除外することを閣議

決定したことにあります。

政府は、除外の理由を「安全保障のための輸

出管理の見直し」と説明しましたが、昨年10

月30日の韓国の最高裁判所の判決を初め、徴用

工をめぐる問題についての対抗措置であること

は明白であります。

政府が、「徴用工問題は1965年の日韓請求権

・経済協力協定で解決済み」という立場をとっ

ているように、この問題はまさしく政治問題で

あるのに、これを貿易問題に使うという、政経

分離の原則に反する道にかじをとったために、

一層深刻な関係になっていると思います。

本県においても暗い影を落としている今日の

日韓関係について、知事の所見を伺いたいと思

います。

あとは質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

我が国と韓国との間には、さまざま課題があ

るわけでありますが、東アジアに位置する日本

にとりまして、韓国は、地域の安定と経済成長

を進める上で欠かすことのできない大切な隣国

であると認識しております。

私としましては、こういう難しい時期だから

こそ、地方レベル、民間レベルの交流はしっか

りと続け、未来志向の日韓関係を次の世代に引

き継いでいきたいと考えております。

なお、アフリカ豚コレラが初めて韓国で確認

されたところでありますが、畜産県としまし

て、しっかりと水際防疫、また防疫の徹底に努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

韓国と日本の歴史的関係を正○来住一人議員

確に捉えなければ、徴用工の問題を論ずること

はできないと思います。にわか勉強ではありま

すけど、幾つか述べておきたいと思います。
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明治維新から10年もたたない1875年、日本は

ソウルの入り口にある江華島に軍艦を出動さ

せ、挑発し、砲撃戦で砲台を占領しています。

韓国・朝鮮への本格的侵略に乗り出したの

が、1894年の日清戦争です。日清戦争に勝利し

た日本は、朝鮮への清国の影響力の排除を約束

させます。

翌年10月、公使の三浦梧楼の指導のもと、軍

が王宮に押し入り、日本への抵抗の中心であっ

た明成皇后（閔妃）を殺害し、遺体を井戸に投

げ込んでおります。

1904年の日露戦争は、韓国と中国東北部の覇

権をめぐる日露双方からの侵略戦争でありまし

た。戦争後、韓国に対する日本の覇権は無制限

となっていきます。1910年に韓国併合条約を押

しつけるのでありますが、それに至るまでの経

過は、軍事的強圧のもとで行ったことを、伊藤

博文や林権助が赤裸々に回想いたしておりま

す。

1910年８月29日に韓国併合条約は公布され、

呼称を「韓国」から「朝鮮」に変更し、36年に

及ぶ植民地支配が続きます。司法・行政・立法

の三権を握る朝鮮総督府を設置し、初代総督に

は現職の陸軍大臣を就任させております。

1931年の満州事変以来の15年戦争に突入

し、1938年に国家総動員法を制定し、当然のこ

とながら、朝鮮においても戦争に動員をかける

ため、皇民化政策を強力に進めます。「皇国臣

民ノ誓詞」を制定し、「私共は心を合わせて天

皇陛下に忠義を尽します」などと、学校・工場

などで毎日唱和させ、さらに全ての村に神社を

つくり、天皇崇拝を押しつけてきました。

1938年には、学校において一切の朝鮮語を禁

止し、また御承知のように、1940年には名前を

日本式に変えさせる創氏改名を強行しておりま

す。国民徴用令を発令し、朝鮮においても強制

的に動員され、植民地であった朝鮮において最

も弱い立場にあった人々が犠牲になりました。

こうした侵略と植民地支配なくしては、徴用

工も、いわゆる慰安婦もありませんでした。私

は、日本帝国主義による侵略と36年に及ぶ植民

地支配が、韓国・朝鮮の人々から国を奪い、人

権と尊厳を奪い、言葉や名前すら奪った事実を

直視しなければならないと思います。

知事にお伺いします。日本帝国主義の朝鮮・

韓国への侵略と植民地支配がなければ、徴用工

問題は発生していないと思います。これは、修

正しようのない歴史的事実であると思いますけ

ど、知事はどう思われるか、所見を伺いたいと

思います。

旧朝鮮半島出身の労働○知事（河野俊嗣君）

者につきましては、第２次世界大戦中、朝鮮半

島が日本の統治下にあったという時代背景の中

で、日本に渡って労働に従事した人たちのこと

であります。

さきの大戦及び植民地下との関係性につきま

しては、さまざまな御意見があろうかと承知し

ております。

毎年のことですけど、ドイツ○来住一人議員

のシュタインマイヤー大統領は、ポーランド侵

攻から80年の９月１日、先日のことですが、ワ

ルシャワの式典で、「80年前のこの日、ドイツ

はあなた方の国ポーランドを侵略した。この戦

争はドイツの犯罪だった。私は犠牲者の苦しみ

にこうべを垂れる。ドイツの歴史的罪に対し許

しを請う」と演説をいたしております。

対照的なのが安倍首相です。ことしの終戦の

日の式辞においても、アジア諸国への謝罪は一

切なく、「謙虚」という言葉も消えました。き

わめつきは、戦後70年の談話で、朝鮮半島と中
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国東北部の覇権を争った日露戦争を、「植民地

支配のもとにあった多くのアジアやアフリカの

人々を勇気づけた」と述べて、朝鮮への侵略と

植民地支配を正当化いたしました。また、我が

党の志位委員長の質問に、「ポツダム宣言は、

つまびらかに読んでいない」と、このように答

えましたが、これらは日本の一部の右翼には通

用するでしょうけど、アメリカを初め、世界で

は全く相手にしてもらえない、笑い物になると

思います。

日韓基本条約交渉の過程においても、日本政

府は、植民地支配や徴用工などの不法・不当性

は認めませんでした。1993年の慰安婦問題に関

する河野洋平官房長官の談話、95年の村山首相

の談話、両国政府間で反省が初めて文書化され

たのが、98年の小渕首相と金大中大統領との日

韓パートナーシップ宣言でありました。

宣言には、小渕首相が、「我が国が過去の一

時期韓国国民に対し植民地支配により多大の損

害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受

けとめ、これに対し、痛切な反省と心からのお

詫びを述べた。」と記載してあります。

国と国との関係の基礎は信頼であると思いま

す。その信頼は、歴史的事実を相互に認め、共

有することによって確立すると思いますけど、

知事の所見を求めておきたいと思います。

国家間の関係におきま○知事（河野俊嗣君）

しては、歴史を正しく認識し、相互理解と信頼

に基づいた関係を築いていくことが重要である

と考えております。

詳しく申し上げることはいた○来住一人議員

しませんが、日韓請求権協定は、日韓両国が国

家として持っている外交保護権を相互に放棄し

たものであって、個人の請求権を消滅させたも

のではないことを、1991年と1992年に柳井外務

省条約局長が、国会で２回答弁をしておりま

す。昨年11月14日に衆議院外務委員会で、河野

太郎外務大臣も同じ趣旨の答弁を行っておりま

す。

中国の元徴用工の方が西松建設を訴えた裁判

において、日本の最高裁も、裁判上訴求する権

能を失ったものの、個人の請求権を消滅させた

ものではないと判断をしております。これに

よって、西松建設は謝罪し、和解金を払って解

決しているのであります。

そもそも徴用工問題は、重大な人権侵害によ

る被害の回復を図る問題です。したがって、国

家間でいかなる合意をしようとも、被害者の納

得を得るものでなければ解決に当たらないと思

います。個人の請求権が消滅していないこと

は、日本の政府も日本の最高裁判所も一致して

認めていることでありますから、被害者の尊厳

と名誉を回復する措置を冷静に講じることが重

要であると思いますけど、知事の所見を伺って

おきたいと思います。

請求権に関しまして○知事（河野俊嗣君）

は、1965年に、いわゆる日韓請求権協定が締結

されているところでありまして、政府見解、個

人の請求権も含め日韓間の財産請求権に関する

問題は、完全かつ最終的に解決されたとする見

解が示されているところであります。

私としましては、今後、両国政府におきまし

て、この協定に基づき、適切に解決が図られる

べきものであると考えております。

今の知事の答弁では、最高裁○来住一人議員

の判決、それから先ほど申しました柳井局長の

発言、そしてこの前まで大臣であった河野大臣

の昨年の10月での発言については、追認されて

いないのかなと思いますけど。

宮崎県に来県する外国人で最も多いのが韓国
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の方であると、昨日、部長が報告をされまし

た。

私は、一定時間を割いて、日韓問題について

述べました。それは、関係が正常化され、両国

民が互いに笑顔で往来できるようになることを

願うからであります。また、日韓関係の歴史的

事実を正確に知ることは、私たちと次の世代

が、世界とアジアでともに共存するために大変

重要であると思うからであります。

「未来志向」という言葉がありますが、過去

の侵略や植民地支配がなかったかのように歴史

を改ざんしてこの言葉を使うことは、韓国の

人々をさげすむからこそ出てくる言葉だと、私

は思います。

この問題は、この程度でとどめておきたいと

思います。

次に、後期高齢者医療保険に関して質問をい

たします。

厚労省が、我が党田村智子参議院議員に提出

した資料によりますと、保険料を滞納した人に

対する差し押さえなどの滞納処分が、2019年度

までの９年間に約８倍にふえております。滞納

処分率の最も高いのが我が宮崎県で、28.7％で

す。次いで長崎県が15.2％、福島県が14.5％

で、宮崎県は断トツであります。

まず、事務的なことをお聞きしますが、保険

料徴収は普通徴収と特別徴収に分けてありま

す。何を境に分けられているのか、報告を求め

たいと思います。

後期高齢者医○福祉保健部長（渡辺善敬君）

療制度における保険料の納付方法には、口座振

替や納付書により納付する「普通徴収」と、年

金から保険料をあらかじめ差し引く「特別徴

収」がございます。

このうち、特別徴収については、差し引きが

行われる年金の年額が18万円以上で、かつ、後

期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額

が、年金額の２分の１以下の方が対象となりま

す。

本県における平成30年度の特別徴収と普通徴

収の方の割合は、特別徴収が79.3％、普通徴収

は20.7％となっております。

平成29年度の本県の被保険者○来住一人議員

数は18万3,721人、うち20％の３万6,812名の方

が普通徴収であります。このうち、滞納されて

いる方は1,582名、4.3％であります。そして、

この中の454人が差し押さえ滞納処分を受けてお

ります。ちなみに、滞納額は１人平均１万9,000

円であります。

私は、基本的には、悪意を持って滞納してい

る高齢者はいないと思います。年金が１カ月１

万5,000円未満でありますから、悪意を持ちよう

がないわけです。

保険料滞納の主な要因を調査されたことがあ

るのでしょうか。また、要因は何が考えられる

のでしょうか、答弁を求めたいと思います。

保険料の賦課○福祉保健部長（渡辺善敬君）

・徴収については、市町村において行われてお

りますが、お尋ねの調査については、後期高齢

者医療広域連合とともに、市町村との事務打ち

合わせにおいて聞き取りを行っているところで

す。

保険料が滞納となる要因としましては、新た

に後期高齢者医療制度の被保険者となられた方

において、口座振替が開始されるまでの間の保

険料を納め忘れていたことや、収入など経済的

な状況などと承知しております。

年金が１カ月１万5,000円未満○来住一人議員

であり、当然、年金だけでは生活できませんか

ら、80歳になっても90歳になっても働いてい
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らっしゃる方ももちろんいらっしゃると思いま

す。

要因は一人一人違うと思います。保険料を納

めなければならないことを理解できない人もい

る。それから、体調が悪くて、納めに行くにも

家を出ることができない人もいらっしゃる。子

供の扶養に入っているけど、子供に保険料の話

を切り出せない人もいらっしゃると思います。

督促状が来ても理解できない人もいるかもしれ

ません。

年金を１カ月１万5,000円も受けていない人に

保険料をかけること自体が問題でありますけ

ど、80代、90代の高齢者に、納税相談に市役所

に出てこいと、また、わずかな預金を差し押さ

えるということなどは、私は人間のやることで

はないと思います。

来月より消費税が引き上げられ、さらに最大

９割軽減している特例措置も廃止しようとして

おります。暮らしはますます深刻になります。

差し押さえ処分を直ちにやめて、高齢者の家に

出かけていって、納得いただける丁寧な対応が

重要だと私は思うんです。こういう立場から、

指導・助言が必要ではないかと思いますけど、

部長の所見を求めたいと思います。

市町村におき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

まして、保険料の徴収に当たっては、被保険者

の状況を十分に把握し、分割納付など、まずは

納付相談を行うとともに、多くの市町村におい

て、被保険者の実情に応じ、戸別訪問による対

応が行われていると承知しております。

その上で、納付相談に応じていただけない方

や、納付相談における納付期限が守られていな

い方については、被保険者間の負担の公平性の

観点から、必要に応じて差し押さえなどの滞納

処分が行われております。

県におきましては、被保険者それぞれの実情

に応じた適切な対応が図られるということが重

要だと考えておりますので、後期高齢者医療広

域連合とともに、市町村との事務打ち合わせに

おいて、定期的に、保険料の納付に関する取り

組み状況を確認し、必要な助言を行っていると

ころであります。

一人一人の方に対して納税の○来住一人議員

相談をするというのが大事だと思います。

私が言いたいのは、それも一人一人によって

違いますから、例えば痴呆が入っている人だと

か、御夫婦一緒にいても両方とも体が悪いと

か、そういう人たちに役場に出てこいと言っ

たって、出ていけないわけですから。そういう

意味で、僕は、本当に丁寧な対応が必要だとい

うことを申し上げているところでございます。

次に行きます。重度心身障害者医療費助成の

通院の現物給付への移行についてお尋ねしま

す。

この９月議会においても、現物給付への移行

の時期について、いつになるかが、さきに議論

されました。答弁は、２月議会の部長答弁の趣

旨から変化はなかったと思います。

２月の答弁は、「早くとも32年度中になるも

のと想定しております」というもので、これ

は、「遅くなったらいつになるかわからない」

とも受け取ることができるというものです。

ことし１月９日、県市長会・町村長会から現

物給付方式導入の要望を受けた際に、知事は、

「スピード感を持って調整する」と述べられて

おります。

大変な年数と巨大な予算を必要とする大事業

は別にして、物事を計画する場合、少なくとも

何年度までに完成させるというものがあって当

然だと私は思います。
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障がい者の方々を初め、県民の皆さんも、実

施主体である市町村も、みんな望んでいる。県

議会も既に合意している。さらに、入院につい

ては、既に現物給付化されております。子供の

医療費助成の現物化は久しいものです。全国で

は多くの県が実施している。このような状況か

ら、数カ月もあれば計画は完成すると、私は

思っております。

部長にお尋ねします。現物給付化するという

ことについては、どなたも異議はないと思いま

す。克服に時間を要している難問は何があるの

か、また、その難問の解決にどういう努力をさ

れているのか、これからどれほどの時間を要す

るのか、県民の皆さんにわかるように説明をし

ていただきたいと思います。

重度障害者○福祉保健部長（渡辺善敬君）

（児）医療費助成の外来の現物給付化につきま

しては、２月議会での答弁のとおり、実施時期

は、早くとも令和２年度中になるものと想定し

ております。

これは、現物給付化により、事業費の増大や

システムの改修など新たな財政負担に対応する

といったことのほか、実施主体である市町村の

条例改正や利用者への周知、支給手続、さらに

は、自己負担の精算窓口が医療機関に変わるこ

とに伴う関係機関との調整に要する時間などを

考慮したものであります。

現在、この４月に設置した市町村との検討会

において、県補助スキームや実施手順等につい

て、他県の先例も調査しながら、現物給付化に

向け、検討を重ねているところであります。

今お聞きした中で、特別困難○来住一人議員

だと、調整には物すごく時間がかかると、そう

いうのは受け取れませんでした、残念ですけれ

ども。

実際は、おっしゃるとおり、現実に市町村が

条例を改正しなきゃなりません。来年の４月か

らやろうということになったら、今度の12月の

議会に各市町村が条例化しないと、かなり厳し

いと思います。もちろん、３月の議会でできな

いこともないと思いますけど。

ですから、そういう点から見れば、やはりそ

ういうことは前もってわかってるわけですか

ら、早くから準備していくことが大事だと思い

ます。

改めて部長にお聞きしますけど、「遅くとも

来年度中に実施できるように努力したい」と、

このように、ことしの２月の答弁を変更はでき

ないんでしょうか、改めて聞いておきたいと思

います。

実施時期につ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

きましては、先ほどの答弁のとおり想定をして

おりますが、引き続き、市町村としっかり連携

して諸課題を整理し、重い障がいのある方の願

いにできるだけ早く応えられるよう、取り組ん

でまいります。

とにかく、一日も早く実現し○来住一人議員

て、障がい者の方々に、また、県民の皆さんに

安心を届けていただきたいと思います。

次に、夜間中学校の必要性について、先に質

問させていただきたいと思います。

まず、2016年に成立しました義務教育機会確

保法と、2018年に閣議決定された第３期教育振

興基本計画は、夜間中学の必要性と開校につい

てどのように強調しているのか、教育長の報告

を求めたいと思います。

2018年に閣議決定さ○教育長（日隈俊郎君）

れました第３期教育振興基本計画におきまして

は、教育機会確保法等に基づき、全ての都道府

県に少なくとも１つの夜間中学が設置されるよ
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う促進すること、また、夜間中学の教育活動の

充実や受け入れる生徒の拡大を図るなど、教育

機会の確報等に関する施策を総合的に推進する

ことが示されたところであります。

確保法と基本計画によって、○来住一人議員

夜間中学拡充を国の方針とし、地方自治体に対

しても、「当該地域の状況に応じた施策を策定

し実施する責務」を課しております。そして、

今お話がありましたように、各県に１校は開校

するように求めているものであります。

文科省は、夜間中学校を描いたドキュメント

「こんばんはⅡ」を選定映画として、各都道府

県教育委員会の代表を集めて試写会を行ってお

ります。

教育長は、この「こんばんはⅡ」は視聴され

たとお聞きしておりますけど、視聴しての感想

を述べていただきたいと思います。また、この

映画の普及の計画はあるのか、あわせて御答弁

をお願いしたいと思います。

私も、この夜間中学○教育長（日隈俊郎君）

を描いた映画「こんばんはⅡ」を視聴いたしま

した。その中で、学生時代に不登校であった方

や、外国出身の方など、十分な教育を受けるこ

とができなかった方々が、夜間中学で学ぶこと

ができる喜びを語る姿が描かれておりまして、

余り知られていない公立夜間中学や自主夜間中

学の状況を知ることができる貴重な内容である

と感じたところであります。

この映画の普及についてでございますけれど

も、機会を捉えて、市町村へ紹介してまいりた

いと考えております。

私も視聴いたしました。夜間○来住一人議員

中学で学んでいる方々が、それぞれ話されてい

るのでありますが、学校に登校できなかった理

由もそれぞれであります。人が人として人生を

送る上で、最低必要な知識を得ることが、これ

ほど人生を前向きに変えて、確信を与えるもの

か、本当にはかり知れない力を発揮しており、

感動の連続でありました。

本議場にいらっしゃる多くの皆さんが、既に

視聴されているかと思いますが、もしまだとい

う方は、ぜひ一度、視聴をお薦めしたいと思い

ます。本当に心が洗われますから。これがそう

でございまして、37分のものです。女優の大竹

しのぶさんがナレーターをしていらっしゃいま

す。

いただいた資料によりますと、平成29年度の

中学校の不登校生徒が868人で、うち102名が年

間出席数が10日以下、１日も出席しなかった生

徒が33名です。１年生から３年生まででありま

すから、これが102名でありますから、１学年に

直しますと34名が、ほとんど学校に行っていな

いということになります。

しかし、卒業証書は授与される、いわゆる形

式卒業をしていることになります。形式卒業者

は、数百名規模でおられると予想されます。

私は、卒業証書を授与すればそれで終わりに

せず、こうした方々にこのＤＶＤを見てもらう

ことを初め、何とかつながりを継続できないの

か、ケアができないのか、教育委員会の域を超

えるかもしれませんけど、ぜひ検討をしていた

だきたいと思います。

これらの延長線上に夜間中学があると思いま

す。夜間中学の開校に向けての県教育委員会の

姿勢について、伺っておきたいと思います。

夜間中学につきまし○教育長（日隈俊郎君）

ては、これまでも、既に設置している他県の状

況等について視察を行ったり、県内市町村教育

委員会と情報を共有してきたところでありま

す。
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県教育委員会といたしましては、開校に向け

取り組みを進めております他県の動向等も注視

しつつ、今後も引き続き市町村と協議してまい

りたいと考えております。

先ほど言いましたように、中○来住一人議員

学校を卒業して、卒業証書を授与したら、もう

それで終わりと。そうではなくて、とにかく１

年間に10日も学校に行っていないという人たち

がいらっしゃる。だから、そういう人たちに引

き続き手を差し伸べていくというのは、非常に

大事だと僕は思います。

そういう意味では、もっと民間の力もかりた

らどうなのかなと。退職教員だとかそういう

方々に、形式卒業をされた方々に、改めて行っ

てもらってお話を聞くとか、例えば、このＤＶ

Ｄを一緒に見るとか、そういうことなどが非常

に大事じゃないかと思います。

ぜひ、夜間中学をとにかく早目に開校して、

１人でも、基礎学力というんでしょうか、勉強

して新たな人生を進んでいただきたいと思いま

す。

最後になりますけど、もう一度、福祉保健部

長にお伺いします。

障害者福祉サービスを受けている人が、65歳

になったことを理由に介護保険によるサービス

利用を求められる、いわゆる65歳問題が今、各

地に広がっております。障がい者にとっては、

「これまでのサービスが継続できるのだろう

か」「介護保険の利用料が払えないのではない

か」などの不安が広がっています。

障害者総合支援法第７条解釈が大きな争点の

一つとなった、広島高裁岡山支部の判決等か

ら、不安を抱いている障がい者に、無理やり介

護保険利用を押しつけられるものではないと思

います。65歳を機に、障害者福祉サービスから

介護保険サービスに移行するか否かは、本人の

意思が尊重されて当然と思いますけど、部長の

所見を伺っておきたいと思います。

65歳以上の障○福祉保健部長（渡辺善敬君）

がい者につきましては、障害者総合支援法第７

条に基づき、障害福祉サービスに相当する介護

保険サービスを受けることができる場合には、

介護保険サービスを優先して受けるということ

とされております。ただし、国の通知に基づ

き、一律に介護保険サービスを優先させるので

はなく、利用者の心身の状況などに応じて、障

害福祉サービスを適用するということも求めら

れております。

サービス移行に当たりましては、実施主体で

ある市町村において、利用者に対し制度説明を

丁寧に行い、理解いただくとともに、利用者の

意向を聞き取りにより把握した上で、必要とし

ている支援内容を介護保険サービスにより受け

ることが可能か否かを適切に判断するよう、従

来より、市町村に対し助言しているところであ

ります。

岡山市の場合、介護申請をし○来住一人議員

なかった障がい者に、それまで受けていた福祉

サービスを打ち切ったことが違法とされまし

た。

したがって、県内ではこのようなことは発生

しないと思いますけど、介護サービスを受ける

には、本人が介護の申請をしなければ始まらな

いもの、つまり申請主義です。したがって、障

がい者にとってみるなら、申請しない選択肢も

あることから、このことを市町村の担当者に理

解してもらうことが重要だと私は思います。改

めて、部長の答弁を求めたいと思います。

議員御指摘の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

裁判の判決に対する国の見解としましては、本
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年３月の参議院厚生労働委員会において、「個

別具体的な状況のもとで、行政側の対応が適切

であったかどうかを裁判所が判断したものであ

り、あくまで個別の事案についての判断であ

る。また、行政としての対応については、これ

までの通知、事務連絡等で示しているので、そ

れを現場にさらに徹底してまいりたい」と答弁

をされております。

65歳以上の障がい者の方々が必要なサービス

を円滑に受けられるようにすることが重要であ

りますので、県としましても、引き続き、先ほ

ど答弁をさせていただいたとおり、市町村に対

し、適切に対応するよう、周知・徹底を図って

まいりたいと考えております。

とにかく、市町村の窓口で丁○来住一人議員

寧な対応をしていただきたいということを、改

めてお願いして、私の質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

次は、佐藤雅洋議員。○山下博三副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○佐藤雅洋議員

んにちは。新しく西臼杵郡より選出をいただき

ました、自由民主党の佐藤雅洋です。

工藤悟先生の６期、緒嶋雅晃先生の８期の後

継であり、私に託されたたすきの重さをかみし

めております。

本日、工藤悟先生を初め、西臼杵から多くの

方々、また、宮崎市内からも、忙しい中にこの

議場へ足を運んでいただいております。ありが

とうございます。

私、本日初質問となりますが、どうぞよろし

くお願いいたします。

「土に立つ者は倒れず、土に活きる者は飢え

ず、土を護る者は滅びず」、明治の農学者であ

りました横井時敬の言葉にあります。素足で土

の上に立ち、しっかりと地に足をつけ、先輩方

が築き上げた礎を引き続きしっかり守っていく

所存であります。

同じく横井氏の言葉で、「稲のことは稲に聞

け、農業のことは農民に聞け」とあります。

地元住民の皆様の声、現場の皆様の声に耳を

傾けながら、先輩議員の方々からの御指導をい

ただきつつ、しっかりと県民に寄り添った活動

を行っていきたいと考えております。

それでは、通告に従って質問いたします。

１つ目、知事の政治姿勢について伺います。

私が住んでいる西臼杵郡も、ほとんどが山間

地であり急傾斜地です。自然豊かな恵まれた土

地であることは間違いありませんが、人口減少

を初め、地元の人々が生活していく上ではさま

ざまな問題が目の前にあります。

これまで何度も西臼杵へ足を運び、地元を見

ていただいている河野知事でありますので、さ

まざまな課題については認識をいただいている

と思いますが、改めて、３期目を迎えられた知

事の中山間地域への思いについて伺っていきた

いと思います。

まず、人口減少が進行している中山間地域に

おいては、高齢者の買い物や移動手段の確保、

担い手不足などさまざまな課題がありますが、

それらに対して県はどのような支援を行ってい

かれるのか、知事にお伺いします。

以降の質問は、質問者席にて行わせていただ

きます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

中山間地域におきましては、少子高齢化が県

平均よりも早く進んでおります。買い物や交通

などの生活に必要なサービス・機能の維持や人

材の確保などが困難になってきている場面もあ

ります。
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このため、安心して住み続けられる環境づく

りが強く求められておりますことから、ことし

６月に改定しました中山間地域振興計画におき

ましても、「ひと」「くらし」「なりわい」の

維持・確保に重点を置いた施策を実施していく

こととしております。

具体的には、新たに設置しました人口減少対

策基金を活用し、戦略的な移住・定住の促進

や、産業人材の育成・確保、拠点となる集落と

周辺集落のネットワークによる買い物や交通、

福祉サービスなど、暮らしを支える機能を維持

する仕組みづくりなどが必要であると考えてお

ります。

ことしも日之影夏祭りに参加させていただ

き、豊かな自然の中でおいしいバーベキューを

いただき、地域の皆さんとの交流をさせていた

だく中で、大いに元気をいただいたところであ

りますが、中山間地域はさまざまな恩恵をもた

らし、多くの県民にとってかけがえのない生活

の場であります。今後とも持続可能なものとし

ていくため、全庁を挙げて、また地元市町村や

関係団体とも連携して、しっかりと取り組んで

まいります。以上であります。〔降壇〕

中山間地域の振興なくして地○佐藤雅洋議員

方創生はないと思いますので、どうぞよろしく

お願いをいたします。

次に、宮崎県中山間地域振興計画では、「高

千穂郷・椎葉山地域世界農業遺産」や、「綾ユ

ネスコエコパーク」「祖母・傾・大崩ユネスコ

エコパーク」などの世界ブランドを生かした取

り組みを、地元自治体等と連携しながら推進

し、自然と人が共存する宮崎をアピールするこ

とにより、交流人口の増加による地域活力の向

上を図るとあります。

その中で、椎葉・諸塚・五ヶ瀬・高千穂・日

之影から成る世界農業遺産については、知事み

ずから、ローマのＦＡＯ本部にて行われた最終

審査の場で英語でのプレゼンを成功させ、認定

されたものです。大変明るいニュースとなり、

地元が大いに盛り上がったのは４年前でした。

このように、世界ブランドという十分な土台

はできております。その熱が冷めないうちに、

地元がそこから活力へとつなげていく必要があ

りますが、それを維持していくためには、地元

だけではなく、県との連携や県からの後押しも

必要となってまいります。

そこで、世界農業遺産の認定等を地域活性化

にどのようにつなげていこうと考えているの

か、知事にお伺いします。

世界農業遺産につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、高千穂郷・椎葉山地域の人々が、長年

守ってこられました伝統的な農林業、山腹用水

路や棚田、さらには神楽などの伝統文化を通じ

た地域のきずなが世界的に認められたものであ

ります。「活かす」「育てる」「繋げる」、こ

の３つの視点で、伝統文化の継承支援や農産物

などの魅力発信を、地元自治体と一丸となって

取り組んできたところであります。

また、中学・高校生を対象としました「ＧＩ

ＡＨＳアカデミー」や、九州の他の認定地域と

連携した「中学生サミット」などの教育プログ

ラムを開催し、将来、地域を支える若い人材の

育成にも取り組んできたところであります。こ

れらの活用につきましては、８月に実施されま

した国によるモニタリング調査において、高い

評価をいただいたところであります。ローマに

おける認定審査のときにおいても、特にこの人

材育成の仕組みというものの評価が高かったと

いう思いがいたしておりまして、今後とも、そ

こに力を入れていきますとともに、一つのモデ
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ルとしてほかの地域にも貢献をしていく、その

ような姿勢で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

また、この世界農業遺産を生かしたいろんな

取り組みが、この地域において息づいている。

例えば、椎葉において、焼き畑等をしっかり

守っていこうという動きがある。私も、ことし

もまた現地に参りまして、いろんな話を伺った

ところでありますが、今後とも、この地域で登

録されておりますユネスコエコパークとも連携

しながら、国内外への魅力発信や交流人口の拡

大などを進め、さらに地域住民が自信と誇りを

持って、将来にわたって住み続けられる地域づ

くりに取り組んでまいります。

地域住民のため、引き続きお○佐藤雅洋議員

願いをいたします。

次に、持続可能な中山間地域の農業について

お伺いします。

西臼杵郡は、典型的な山村地域であります。

基幹産業は農業で、稲作、畜産を中心に果樹・

野菜などとの複合経営が中心でありますが、耕

地面積が狭いなどの不利な条件や、高齢化や後

継者不足も重なり、所得も依然厳しい状況にあ

ります。

そのような中、国の制度においては、平成12

年度より実施され、今年度に第４期最終年に入

る中山間地域等直接支払交付金は、農業生産の

維持、耕作放棄地の防止、多面的機能の確保、

そして何よりも、集落の共同意識の醸成によ

り、伝統芸能の継承や、持続可能な地域形成な

ど大きな成果を上げてきました。

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関

する法律」は、中山間地域にとりましても、も

はやなくてはならない命綱となっています。

そのような中、農家では、その時々に応じて

試行錯誤しながら、与えられた農地を生かしつ

つ作物をつくっており、必要に応じて田から畑

への転換も行います。

そこで、中山間地域等直接支払交付金におい

て、田から畑へ転換した場合の交付単価につい

て、農政水産部長にお伺いします。

中山間地域等○農政水産部長（坊薗正恒君）

直接支払交付金は、中山間地域と平地との生産

コストの格差を補正する観点から制度設計され

ておりまして、田と畑では、用排水路管理等に

係る労力の違いや土地の勾配の差によって、異

なる交付単価が設定されております。

御質問の田から畑への転換につきましては、

田に野菜などの園芸作物を植えた場合でも、用

水路や畦畔などの田としての機能が維持されて

いれば、引き続き田として交付金を受けること

ができます。

一方、果樹などの永年作物に転換し、畑地化

したと判断された場合には、例えば、急傾斜の

田として、10アール当たり２万1,000円の交付を

受けていたものが、畑では勾配の要件も厳しく

なりますことから、3,500円となったり、交付対

象外となることもございます。

交付単価が下がったり、交付○佐藤雅洋議員

対象外となる場合があるとのことですが、儲か

る農業を推進する上で、農作物を自由に選ぶこ

とができないなどの影響があると思います。交

付単価が下がったり、交付対象外となることへ

の見解を、改めて農政水産部長にお伺いしま

す。

果樹などの永○農政水産部長（坊薗正恒君）

年作物に転換したことによりまして、交付金単

価の引き下げや対象外となることにつきまして

は、水稲栽培から転換を考えている生産者から

は、意欲をそがれるといった意見も伺っており
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ます。

県としても、そのような声を大切にしたいと

考えているところでありまして、平成29年11月

に日之影町で行われました、本制度の評価を行

う国の第三者委員会の現地視察において、地元

農家から、要件の緩和について生の声を直接届

けていただきました。

また、県におきましても、本年５月に国に提

出しました制度の最終報告書の中で、こうした

前向きな営農転換に対する制度の充実の必要性

を記載するなど、機会あるごとに国に対して要

望しているところでございます。

地域の生の声を生かしていた○佐藤雅洋議員

だきたいと思います。

次に、中山間地域の大きな課題であります人

口減少に伴うものですが、人が少なくなるとい

うことは、そこに残る人たちの、より親密な連

携・協力が非常に重要となります。

しかし、人口減少とともに高齢化も進んでい

きますので、地域に残る人たちによる十分な連

携・協力が困難になる場面も必ず出てまいりま

す。

また、農家の収益性の向上を確立するため

に、加工・販売事業への取り組みや、さまざま

な事業や集落協定も生かし、新規就農者の支

援、後継者の育成を行い、持続可能なまちづく

りの基礎を築いていく必要があります。

そのためには、このような課題に対しての取

り組みに補助される集落連携・機能維持加算と

超急傾斜農地保全管理加算が必要不可欠だと思

いますが、これら加算措置の継続に向けた取り

組みについて、農政水産部長にお伺いします。

この両加算措○農政水産部長（坊薗正恒君）

置につきましては、担い手が少なく傾斜がきつ

い集落において、農地の維持や保全に有効に活

用されており、地元や市町村から継続の要望が

なされているところでございます。

県では、本年５月に「みやざきの提案・要

望」の中で国に要望しておりまして、先日公表

されました、国の令和２年度概算要求におきま

して、超急傾斜農地保全管理加算は継続を、集

落連携・機能維持加算は、新たな加算措置に形

を変えて要求されているところでございます。

中山間地域等直接支払交付金は、耕作放棄地

の発生防止や地域の集落機能強化など、大変重

要な役割を果たしていると認識しておりますの

で、国に対して、引き続き予算の確保と制度の

充実をお願いするとともに、制度が有効に活用

できるよう、関係市町村とも連携して、しっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いをいた○佐藤雅洋議員

します。

次に、農業後継者が減少している現状で、今

後、中山間地域の農業を継承していくには、そ

れを個人に託すだけではなく、支えるための組

織が不可欠と考えます。

日之影町では、平成28年度に県内初の自治体

出資型農業法人「ひのかげアグリファーム」が

設立され、３年目を迎えています。

ここでは、超急傾斜地に形成された田畑・耕

作放棄地・放任果樹園の解消、高齢化が進む農

家の負担軽減を目的としており、農作業受託業

務を中心に、水稲・ＷＣＳなどの育苗事業、農

林産物の生産を行っています。

このように、中山間地域の農業を支える組織

が必要と考えますが、県内の状況と今後の対策

について、農政水産部長にお伺いします。

担い手の減少○農政水産部長（坊薗正恒君）

や高齢化が進行する中、個々の農家では難しく

なった農作業等を受託する組織の役割がますま
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す重要になってきております。

県内全体では、任意組合やＪＡが出資してい

る農作業受託組織が243ございます。その中で

も、株式会社ひのかげアグリファームや一般社

団法人綾町農業支援センターなど、市町村やＪ

Ａが主体となって設立しました法人が15ありま

して、地域の農業を支えているところでござい

ます。

県としましては、特に中山間地域において、

このような支援組織の必要性が高まっておりま

すことから、「未来につなぐ中山間地域農業支

援事業」によって、作業受託組織の育成や機械

導入等の支援を行っているところでございま

す。

今後とも、関係機関等と連携して、中山間地

域を初めとした地域農業を支える体制の整備に

取り組んでまいりたいと考えております。

体制整備をよろしくお願いし○佐藤雅洋議員

ます。

次に、数ある宮崎の誇れる農産物の中に、お

茶があります。

御存じのとおり宮崎県のお茶は、全国茶品評

会でも農林水産大臣賞を受賞したり、ブランド

化するなど非常に頑張っております。

しかしながら、地元生産者からは、お茶の消

費量が減少するなど、将来のお茶生産に対する

不安の声も聞いております。お茶は、国内はも

とより、海外へも誇れる宮崎県の農産物であ

り、日本人の心だと私は思っております。

そこで、中山間地域のお茶生産の現状と将来

について、県の考え方と今後の対応を、農政水

産部長にお伺いします。

中山間地域を○農政水産部長（坊薗正恒君）

初めとする本県の茶生産は、平成30年の荒茶生

産量が約3,800トンで、全国第４位となっており

ますが、いわゆるリーフ茶からペットボトルへ

の消費形態の変化や、担い手の高齢化等を背景

に、農家数及び栽培面積は減少傾向にございま

す。

このような中、中山間地域の茶生産は、傾斜

地の圃場が多く、規模拡大等では制約がありま

すが、釜炒り茶や紅茶などの希少な茶種が生産

・販売され、各種コンテストに入賞するなど、

高いポテンシャルを有しているものと認識いた

しております。

このため、みやざきブランドである釜炒り茶

「釜王」などで培ってきましたブランド価値を

さらに生かすとともに、海外輸出の拡大を初め

とする国内外での販売対策の強化、茶園設備等

の経営資源の長寿命化などの生産対策を講じ、

将来にわたり、魅力ある茶産地として、維持・

発展を図ってまいりたいと考えております。

お茶生産者のために、どうぞ○佐藤雅洋議員

よろしくお願いいたします。

次に、有害鳥獣被害防止対策についてお伺い

します。

県内の中山間地域の多くでは、イノシシや鹿

などの鳥獣被害に悩まされております。

私も米農家であります。我が家の田の稲穂

も、まだまだ青いながらも徐々にこうべを垂れ

てきました。早朝に３畝、４畝の狭い田のあぜ

道を歩くのが私の日課でもあります。鹿が入っ

ていないか、イノシシが入って荒らしていない

か、電柵をびりびりとさわりながら見回ってい

ます。

そして、同じあぜ道を先祖がどれだけ往復

し、稲を見ながら見回っていたのか、稲の成長

や米刈りを楽しみにしていたのかなど、思いを

はせています。

そのころは、鹿やイノシシも山里へおりてく
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ることはなく、電柵等の対策もありませんでし

た。

しかし、我々人間の暮らしが変わるととも

に、野生動物が山からおりてきて、農作物への

被害が深刻な状況となり、宮崎県の農業を支え

ている農家の人々は日々悩まされております。

そこで、鳥獣被害対策の現状と今後の取り組

みについて、農政水産部長にお伺いします。

鳥獣被害対策○農政水産部長（坊薗正恒君）

につきましては、県の鳥獣被害対策特命チーム

や支援センターを中心に、市町村等が行います

捕獲、それから侵入防止柵の整備等に対し支援

を行っていますとともに、地域で対策を担う

リーダー等の育成や、住民への研修会の開催な

どに取り組んでいるところでございます。

これらの取り組みなどによりまして、農林作

物の被害額は、ピーク時であります平成24年度

の約11億円から年々減少しておりまして、平

成30年度は約３億5,000万円となっております。

しかしながら、被害は依然として深刻であり

ますことから、集落内への作物等の放置、いわ

ゆる無自覚の餌づけをやめるとともに、人なれ

をさせないための追い払いを行うなど、地域ぐ

るみでの鳥獣を近づけない環境をつくることを

基本に、今後とも、市町村や関係機関と連携

し、総合的な対策を進めてまいりたいと考えて

おります。

近づけない、追い払うことも○佐藤雅洋議員

大事です。今後とも、鳥獣被害防止にしっかり

と取り組んでいただきたいと思います。

少子高齢化が進む中、鳥獣被害防止対策を担

う狩猟者や有害鳥獣捕獲従事者、特に銃猟免許

所持者の減少が著しい状況にあります。

そこで、有害鳥獣捕獲対策を担う狩猟者の確

保・育成についてどのように取り組んでおられ

るか、環境森林部長にお伺いします。

狩猟者の減○環境森林部長（佐野詔藏君）

少、高齢化が進む中で、その確保・育成はます

ます重要となっております。

このため県では、狩猟者の確保対策として、

狩猟免許受験希望者への事前講習会の開催や、

試験の休日・複数会場での開催に加えまして、

昨年度からは、免許取得や登録経費の一部を市

町村と連携して助成するなど、免許を取得しや

すい環境整備に取り組んでおり、さらに、こと

し４月に開講した林業大学校では、免許取得を

長期課程のカリキュラムに組み込むなど、若手

狩猟者の確保にも努めております。

また、育成対策として、経験の浅い狩猟者や

有害鳥獣捕獲班の指導者等を対象にした講習会

を開催し、捕獲技術の向上等を図っておりま

す。

今後とも、市町村、関係機関と連携して、狩

猟者の確保・育成にしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。○佐藤雅洋議員

捕獲された鳥獣等についてですが、命をいた

だくとともに、地元の産物として有効に活用さ

れることが望ましいと思います。ジビエの普及

には、食肉処理場及び加工施設の充実などが必

要だと思っておりますが、ジビエの利用の現状

と普及拡大に向けた取り組みについて、農政水

産部長にお伺いします。

ジビエは、イ○農政水産部長（坊薗正恒君）

ノシシや鹿を中心に、精肉に加え、レトルトカ

レーなどの加工品としても利用されております

が、捕獲頭数からしますと、ごく一部しか利用

されていない状況にございます。

このため県では、利用拡大に向けて、日之影

町の「大人ジビエ」等の処理加工施設の整備を
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支援しており、そのうち、本年５月には西米良

村の施設が、衛生管理等に適切に取り組む施設

として、国の「国産ジビエ認証」を受けたとこ

ろでございます。

また、ジビエの消費拡大に向けましては、狩

猟者や処理加工従事者、調理師等を対象にし

た、衛生管理や料理法等の研修会の開催、消費

者への認知度向上を目的としました、「みやざ

きジビエフェア」の開催などに取り組んでいる

ところでございます。

今後とも、関係機関・団体と連携しながら、

中山間地域の活性化を図るためにも、引き続

き、本県産ジビエの普及拡大に取り組んでまい

ります。

どうぞよろしくお願いいたし○佐藤雅洋議員

ます。

次に、畜産の振興についてお伺いします。

全国的にも有名となりました宮崎牛。そのブ

ランド確立までには関係者の大変な苦労があ

り、その維持にも、携わるさまざまな方々の同

じく大変な苦労があるかと思われます。

その中に、家畜の診療などを行う産業動物獣

医師という専門の知識を持った方々がおられま

す。

しかし、その獣医師が減少しているように感

じますが、家畜の診療を行う産業動物獣医師の

現状と確保に向けた取り組みについて、農政水

産部長にお伺いします。

本県の家畜の○農政水産部長（坊薗正恒君）

診療を行います産業動物獣医師は、現在、県内

獣医師の３割に当たる約200名が、農業共済組合

や個人の診療施設等で従事しておられます。

一方、全国の獣医系大学の卒業生の就業動向

を見てみますと、犬猫等の小動物獣医師に偏っ

ていることから、畜産振興を図っていく上で

は、産業動物獣医師の業務に対する学生の理解

醸成が必要と考えております。

このため県では、県職員獣医師の確保とあわ

せて、農業共済組合と連携しながら、獣医系大

学生に対するそれぞれの職場の紹介やインター

ンシップの受け入れ、獣医師を目指す県内高校

生を対象に、ペットの診療だけではない業務の

多様性についての紹介など、産業動物にも目が

向く取り組みを行っております。

今後とも、農業共済組合等と連携しながら、

獣医師確保に取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○佐藤雅洋議員

ます。

宮崎牛ブランドを担う肉用牛繁殖農家では、

担い手不足の問題が今後さらに懸念されます。

例えば五ヶ瀬町では、母牛の頭数が本年度

は556頭いるものの、この先10年間で肉用牛繁殖

農家の減少により195頭も減り、361頭になる見

通しです。

33戸の肉用牛繁殖農家が担い手不足に悩まさ

れ、５年後をめどに事業の継続断念を余儀なく

されるという現実が待っております。

後継者不足については、各農家個人の努力も

必要ですが、牛を愛し、数十年も牛飼いを続け

てきた人たちが、病気やけがなどで一時的に牛

の管理ができなくなったときに、「大事な牛を

預ける場所があれば牛を手放さなくて済む」と

か、「地域に肉用牛繁殖経営をサポートする施

設があると助かる」と、よく相談を受けます。

そこで、肉用牛繁殖農家を支援する繁殖セン

ター等の現状と今後の取り組みについて、農政

水産部長にお伺いします。

農家の高齢化○農政水産部長（坊薗正恒君）

や担い手不足が進む中で、肉用牛繁殖経営を地

域ぐるみでサポートする分業化の取り組みや担
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い手確保対策は、大変重要なものと認識いたし

ております。

このため、地域ごとに課題や目標を定めた

「人・牛プラン」に基づき、畜産クラスター事

業等を活用し、妊娠牛の供給や繁殖牛の一時預

かりを行う繁殖センター、子牛を預かり育成す

るキャトルセンター等の施設が、現在、県内全

域に22カ所整備されておりまして、約4,000頭の

肉用牛が飼養されております。

また、新規就農者等の負担を軽減させるた

め、ＪＡ等が牛舎を整備し貸し付けるアパート

牛舎も、県央や県西を中心に13カ所、43戸分が

整備されているところであります。

県としましては、引き続き市町村やＪＡ等と

連携し、地域の実情に応じた支援体制づくりに

よる肉用牛の生産基盤のさらなる強化に取り組

んでまいりたいと考えております。

県央などでは進んでいるよう○佐藤雅洋議員

ですが、県北西臼杵についても強化に努めてい

ただきたいと思います。

次に、商工業の振興についてお伺いします。

中山間地域の商工会に登録されている小規模

事業者は、地域の暮らしを支えコミュニティー

を維持するという大変重要な役割を担っていま

す。

一方で、若手就業世代の都市部への流出や高

齢化による後継者不足、地域人口の減少や社会

環境の変化による経営状態の悪化、それに伴う

事業規模の縮小を余儀なくされている状況があ

ります。

来月からの消費税増税による軽減税率など、

複雑な対応もふえてまいります。

このように多くの課題を抱える小規模事業者

は、商工会からの情報提供や指導が、経営を維

持していく上で必要不可欠なものとなっていま

す。

そこで、商工会の活性化が商工業者の活性化

につながると考えますが、商工会の経営指導員

は足りているのか、商工観光労働部長にお伺い

します。

商工会の○商工観光労働部長（井手義哉君）

経営指導員の数につきましては、各商工会地区

内の小規模事業者数に応じて、県の補助対象と

なる必要人数を定めておりますが、今年４月１

日現在で商工会１名、商工会連合会４名の不足

が生じております。

このため、今年度は採用試験を２カ月前倒し

で実施するとともに、商工会連合会が大学の就

職窓口やゼミを訪問し、地域における商工会の

役割や重要性をアピールするなど、受験者の確

保に努めたところであります。

こうした取り組みの結果、昨年より10名多

い30名の受験があったと伺っております。

十分な人員確保への支援をお○佐藤雅洋議員

願いいたします。

そういった経営指導員の皆さんは、知恵と知

識と経験が必要です。経営指導員というからに

はそれにふさわしい資質が必要であり、悩みを

持つ商工会会員の皆さんが、商工会に相談して

よかったと思える存在でなくてはなりません。

そこで、商工会等の経営支援機能強化のため

には経営指導員のスキルアップが重要だと考え

ますが、県としてどのように人材育成のための

支援を行っているのか、商工観光労働部長にお

伺いします。

商工会○商工観光労働部長（井手義哉君）

は、地域における商工業の持続的な発展を目的

としており、商工会の機能を充実させること

は、地域経済の活性化につながるものと考えて

おります。
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中でも各商工会の経営指導員は、中小企業・

小規模事業者に関する経営状況の分析や、事業

計画の作成支援など、専門性の高い業務を行っ

ており、商工業者の活性化を図る上で大変重要

な役割を担っております。

このため県では、各商工会に対し、中小企業

大学校における研修に要する経費を補助し、経

営指導員の中小企業診断士の資格取得を促進し

ているほか、経営指導員の育成の場となる商談

会や講習会の実施に要する経費を補助するな

ど、資質向上のための取り組みを支援している

ところであります。

小規模事業者の頼みの綱であ○佐藤雅洋議員

る商工会への支援を、どうぞよろしくお願いい

たします。

次は、観光振興についてお伺いします。

私は、高千穂高校時代、剣道部に所属をして

いました。今は亡き恩師、吉本政美先生から、

剣道の技術のみならず、その精神を教え込ま

れ、そのときの教えが今に生かされています。

武道は、単に技術を争うものではなく、人間

形成を常に求めていくものであり、終わりがあ

りません。そのような武道の精神に興味を持

ち、剣道やほかの武道に取り組む、または興味

を示す外国人が多いと聞きます。

先日、武道ツーリズムのモニターツアーがあ

りました。フランスからモニターを受け入れ、

ツアー参加者に意見等を聞き、武道ツーリズム

を確立させるものだそうです。

そのモニターツアーに携わった方に話を聞い

たのですが、武道ツーリズムという概念は誕生

したばかりで、まだ手探り状態とのことです。

しかし、宮崎には、剣法発祥の地「鵜戸神

宮」、稽古場所や稽古の協力者、木刀や弓具な

どの製作所、日向市にいらっしゃる刀鍛冶な

ど、武道ツーリズムを行う上での「素地」があ

るとのことで、私は、観光宮崎の新たな一面に

なるのではと思っています。

そこで、本県の武道ツーリズムの現状と今後

の取り組みについて、商工観光労働部長にお伺

いします。

スポーツ○商工観光労働部長（井手義哉君）

庁では、訪日外国人が日本で体験したいことの

上位に剣道や柔道などの武道があることから、

発祥の地である日本でしかできない見学や体験

などをコンテンツとした、武道ツーリズムを推

進することとしております。

議員の御質問にありましたとおり、本県に

は、剣法発祥の地とされる鵜戸神宮や、生産量

日本一を誇る都城大弓、剣道の盛んな高千穂町

など、武道に関心のある外国人にとって魅力的

なコンテンツが数多くあることから、県では、

国の事業を活用し、フランスの剣道家５名によ

る剣道の稽古や弓道の体験、観光地をめぐるモ

ニターツアーを先月実施したところでありま

す。

参加者からは大変好評でありまして、手応え

も感じられたところでありますので、今後、武

道を活用した観光コンテンツの造成や受け入れ

体制の整備を進め、武道ツーリズムを推進して

まいりたいと考えております。

武道ツーリズムは、まだ始○佐藤雅洋議員

まったばかりです。その動向に注目しながら、

成功例が積み重なっていくことを期待いたしま

す。また、一剣道家として、武道が世界に普及

するということは、大変喜ばしく思います。

武道ツーリズムでは、答弁にもありましたよ

うに高千穂もそのメニューになり得ると、私も

思っています。

高千穂といえば、観光宮崎を象徴する観光地
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として高千穂峡があります。また、その高千穂

峡とほど近いところに高千穂神社があります。

これらは高千穂観光の目玉であり、毎年多くの

観光客が訪れています。

高千穂峡の観光客がよくテレビに映しだされ

ているところは遊歩道でありまして、「九州自

然歩道」と言いますが、実は、その延長線は高

千穂神社につながる遊歩道となっているので

す。ここは傾斜がきつく、鬱蒼としており、余

り散策する観光客は見受けられません。

しかし、せっかくこれらの２大観光名所をつ

なぐ遊歩道が存在しますので、ここが整備され

れば、高千穂峡と高千穂神社の周遊が今より容

易になり、観光客の印象に大きく残るのではな

いでしょうか。

そこで、高千穂峡周辺における九州自然歩道

の現状と活用について、環境森林部長にお伺い

します。

高千穂峡周辺○環境森林部長（佐野詔藏君）

における九州自然歩道は、柱状節理の峡谷や高

千穂神社などをめぐる魅力あるコースであり、

県では、町と連携し、歩道やトイレの整備、落

石防止対策など利用環境の改善を図りますとと

もに、パンフレットやホームページによるＰＲ

に取り組んでおります。

現在、県内外から年間約130万人の利用がござ

いますが、利用者の多くは、ボート乗り場周辺

に集中しております。

議員御指摘の峡谷から高千穂神社までの歩道

につきましては、勾配が急であることなどか

ら、利用者が少ない状況にはございますが、豊

かな森林の中を、歴史や文化、巨樹に触れ合い

ながら歩くことができます。

このため、今後、歩道の補修や案内板設置な

ど必要な整備を行いつつ、インバウンドにも対

応した整備・活用方法について、高千穂町や観

光団体等の意見も伺いながら、検討を進めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○佐藤雅洋議員

しくお願いします。

熊本地震で不通となった南阿蘇鉄道は、昨年

３月から全線復旧に向けた工事が進められてお

ります。

高千穂線も、今の時代であれば復旧という判

断もあったのではないかとの思いがあります

が、当時は、地元と経済界、観光業者としては

一旦譲り受けたいとの意思表示をした上で、廃

線という苦渋の決断でありました。

しかし、現在では「あまてらす鉄道」とし

て、グランド・スーパーカートが多くのお客様

を運んでいます。カートは、旧高千穂鉄道の高

千穂駅から高千穂鉄橋までの往復約５キロを運

行し、昨年度の乗車数は５万人以上であったと

聞いています。

さらに、高千穂町は、水面からの高さが鉄道

橋としては日本一の高千穂鉄橋に遊歩道を整備

するなど、旧高千穂鉄道跡地を鉄道公園化し、

観光客増を図る鉄道跡地公園化構想を明らかに

しました。大変明るいニュースだと思います。

そこで、旧高千穂線の高千穂町における鉄道

公園化や「あまてらす鉄道」を、県は観光資源

としてどう考えるか、商工観光労働部長にお伺

いします。

高千穂あ○商工観光労働部長（井手義哉君）

まてらす鉄道は、御質問にもありましたよう

に、オリジナルの列車「グランド・スーパー

カート」に乗って、かつて東洋一の高さを誇っ

た高千穂鉄橋から絶景を望むことができるアト

ラクションなどを楽しみに、多くの観光客が訪

れる人気の観光スポットであります。
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また、高千穂鉄道跡地の公園化につきまして

は、鉄橋の点検通路を遊歩道化するなどの構想

が高千穂町より先般公表されたところでありま

すが、本県を代表する観光地「高千穂」に、こ

うした廃線施設を活用した新たな魅力が加わ

り、周辺観光地への周遊などにもつながるもの

と考えております。

私も、確かにそう考えます。○佐藤雅洋議員

そのためにも、施設を残す必要があります。

地元といたしましては、長年愛着のあった旧

高千穂線の全てをなくしてしまうことは大変悲

痛な思いであり、不要施設の撤去につきまして

も、基金を設立し進めている過程とは思います

が、その「不要施設」の呼称自体、私は不本意

であります。

今期は既に、過去最高だった昨年の入場者数

５万4,000人を大きく上回るペースで頑張ってい

る「あまてらす鉄道」や、高千穂町の鉄道跡地

公園化構想は、大変希望の持てる取り組みだと

考えています。

県としても、地元の意思を尊重し、鉄道施設

の撤去から利活用へと方向転換を再検討してい

ただくことはできないものでしょうか。

そこで、高千穂線鉄道施設整理基金による高

千穂線の不要施設の撤去状況についてお伺いし

ます。また、先ほど述べましたように、高千穂

町が高千穂鉄道跡地公園化構想を公表しました

が、構想に含まれる撤去対象施設は、今後どの

ような取り扱いになるか、総合政策部長にお伺

いします。

高千穂線鉄道○総合政策部長（渡邊浩司君）

施設整理基金は、延岡市、高千穂町及び日之影

町が、高千穂鉄道株式会社から寄附を受けた鉄

道施設のうち、不要施設の撤去費用の財源を安

定的に確保いたしますため、平成20年12月に条

例を制定し、設置したものであります。

また、平成23年２月には、撤去を行う施設と

撤去年度を定めた計画を決定し、以降、この計

画に基づき、県と沿線自治体で必要となる基金

の積み立てを行いますとともに、施設の撤去を

順次行ってまいりました。

撤去計画の終期は令和２年度となっておりま

して、今後、延岡市の滝ノ下橋梁、高千穂町の

高千穂駅及び天岩戸駅、日之影町の深角橋梁な

どが予定されておりますが、先日、高千穂町が

高千穂鉄道跡地公園化構想を公表されたことを

受けまして、今後、計画を見直す方向で沿線自

治体と協議を行ってまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

既に進んでいる事柄を、一度立ちどまり方向

転換を含め再検討するということは、安易なこ

とではありません。

しかし、あえてそこに立っていただき、撤去

計画を見直すとの県の対応に、大変感謝をいた

します。どうぞ、前向きな御検討と後押し、支

援のほどよろしくお願いいたします。

次に、道路行政についてお伺いします。

高千穂町では、ことしの10連休に15万人を超

える観光客が訪れました。いざ、観光シーズン

の連休ともなれば、大渋滞が発生し、せっかく

の観光の時間を車内で費やしている状況です。

観光地の道路整備については重要な課題である

と思います。

山間部における車での観光地めぐりは、数多

くあるトンネルを避けることができません。携

帯電話もラジオもつながらない暗いトンネル。

観光客、特に外国の方々は不安に感じることも

あるかと思います。

携帯電話については携帯電話会社の対応で、
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ラジオは整備基準に基づいた整備を行ってお

り、これ以上の対応はできないようですが、照

明については、県において対策がとれるものと

思います。

そこで、県土整備部長にお伺いします。県が

管理するトンネル照明について、改修が必要で

あると考えますが、いかがでしょうか。

トンネル照○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

明につきましては、老朽化等により、通行する

際に暗く感じられる箇所があるなど、一部では

改修が必要であると考えております。

このため県では、現在、老朽化が進んでいる

トンネル照明から順に、ＬＥＤ照明への取りか

えを行っております。

ＬＥＤ照明への取りかえは、省エネルギー化

につながり、非常時の電力供給不足への対応と

して効果が高いことから、「防災・減災、国土

強靱化のための３か年緊急対策」にも位置づけ

られており、集中的に進めているところであり

ます。

今年度は、国道218号の津花トンネルを初

め、18のトンネルで改修を予定しており、引き

続き計画的に取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○佐藤雅洋議員

ます。

次に、県内のほかの観光地においても、多く

の観光客により渋滞の発生がよくあります。

そこで、観光シーズンなどで発生する交通渋

滞に対する警察の取り組みについて、警察本部

長にお伺いします。

観光シーズンや○警察本部長（阿部文彦君）

各種イベントの開催時におきましては、旅行客

や車両の一時的な増加により、交通渋滞の発生

が予想されますことから、あらかじめ警察にお

きましては、過去の交通状況等を分析し、必要

な対策を講じているところであります。

具体的には、交通渋滞が発生する交差点につ

きましては、信号機の表示時間や周辺信号との

調整を図るほか、必要に応じて、現場の警察官

による信号機操作や、手信号による交通整理な

どを行っているところであります。

また、交通情報板への表示や、道路交通情報

センター等を通じた事前広報を行うほか、関係

者に対しましても、迂回路や駐車施設の広報、

警備員による誘導等をお願いしているところで

あります。

今後とも、現場の状況に応じた適切な対策、

広報等を行い、関係機関等と緊密に連携しなが

ら、交通の安全と円滑に努めてまいります。

現場に対応した活動を、しっ○佐藤雅洋議員

かりとよろしくお願いいたします。

次に、消防団員活動について伺います。

自衛隊が国防のかなめであるなら、地域の守

りのかなめは消防団であると、私は思います。

地域で火災や災害があれば、その地域の団員

は、仕事をさておき、いち早く現場へ駆けつけ

て消火活動・対応に徹します。その活動が十分

機能するために、日々、仕事終わりに自主的に

訓練に励んでおり、そういった団員の多くは地

元企業で働いております。

雇い主であります事業者は、消防団活動に理

解はしているものの、やはり火災や災害の際に

は負担が伴っております。また、消防団員本人

も、消防団活動に必要な資格取得などに負担が

生じています。

そこで、危機管理統括監にお伺いします。消

防団員個人及び消防団員を雇用している事業所

に対するインセンティブ制度が導入できない

か、県の考えをお伺いします。

消防団員個○危機管理統括監（藪田 亨君）
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人へのインセンティブにつきましては、消防団

員が非常勤特別職の地方公務員であり、報酬や

出動手当の給付を受けていることから、直接的

なメリットを与えるような制度導入は難しいと

考えております。なお、消防団員として長年社

会に貢献された方々につきましては、各種の功

労者表彰制度により、該当者を表彰しておりま

す。

次に、消防団員を雇用している事業所へのイ

ンセンティブにつきましては、本県では、消防

団員を雇用している事業所に対し、県発注工事

の入札におきまして加点の措置を講じていると

ころでございます。また、消防団活動に理解と

協力をいただいている事業所の社会貢献を評価

し認定する「消防団協力事業所表示制度」を、

市町村と連携し導入しております。

今後とも、消防団活動を支えるために有効な

手段がないか、国や他県の動きも注視しなが

ら、検討してまいりたいと考えております。

どうぞ、検討のほどよろしく○佐藤雅洋議員

お願いいたします。

中山間地域においては、若者の都市部への流

出などで、若い消防団員の確保が次第に困難に

なってきております。それでも、地域の安心と

安全のため、消防団活動は必要不可欠です。

幸い、ありがたいことに昔から汗を流してき

た消防団ＯＢの方が地域には多くいらっしゃい

ますので、団員確保が困難な状況においては、

ＯＢの方の活用が考えられます。

そこで、危機管理統括監にお伺いします。消

防団員ＯＢの活動に対する支援について、県の

考えをお伺いします。

県では、災○危機管理統括監（藪田 亨君）

害現場で活動する現役の消防団員の安全を確保

するため、市町村を通じて、必要な資機材整備

等を支援しております。

消防団員ＯＢは、地域の実情に精通し、豊富

な経験を有していることから、これを活用する

ために、災害発生時に限って出動する大規模災

害団員として組織をしている自治体もあり、こ

の場合は、消防団員としての支援が可能である

と考えております。

県といたしましては、現役の消防団員を支え

るＯＢの存在は大変貴重であると考えておりま

すので、その活動への支援につきまして、今

後、他県で有効な取り組み等がないか調査をし

てまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○佐藤雅洋議員

ます。

さきにも述べたとおり、若い消防団員の加入

が、今後次第に困難になってきます。

若者たちには、地元は自分たちが守るという

自覚が必要であり、そのような自覚があれば、

消防団にも積極的に加入すると思いますが、現

実はなかなかそうはいきません。

そこで、危機管理統括監にお伺いします。若

い年齢層の消防団への加入促進が必要と考えま

すが、県の考えをお伺いします。

消防団は、○危機管理統括監（藪田 亨君）

地域防災のかなめでありますけれども、その団

員数は減少傾向が続いており、その組織力を維

持・強化していくためには、若い世代の消防団

員の加入促進が重要な課題と認識をしておりま

す。

このため県では、消防団広報紙を発行してい

るほか、加入促進のチラシを作成しまして、県

内全ての高校生に配付をしております。

また、消防団の在籍期間、活動状況など一定

の基準を満たした学生につきまして、市町村長

が公的に認証することにより就職活動を支援す
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る、学生消防団活動認証制度を導入しておりま

す。

さらに、若い年齢層は、フェイスブックなど

のＳＮＳによる情報収集やコミュニケーション

に親しんでおりますことから、今後は、これら

のツールを活用した加入促進の取り組みについ

て、実施をしてまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○佐藤雅洋議員

ます。

中山間地域の消防団員は、建設業者で働いて

いるケースが多々あります。

消防団員である社員を雇っている建設業者

は、地域に火災等が発生した場合は、消防団員

である社員を現場に送り出すことになります

が、その分仕事に穴があき、リスクを負うこと

になります。

しかし、地域の安全安心を担う重要な消防団

員を確保するためには、そのようなリスクが

あっても、積極的に消防団員を雇用し、消防団

活動に理解をしてもらうことが大切だと思いま

す。

そこで、中山間地域において重要な役割を果

たしている消防団員について、建設工事の入札

制度ではどのように評価しているか、県土整備

部長にお伺いします。

消防団は、○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

地域の安全で安心な暮らしの確保に欠かせない

組織であり、災害対応におきましても大変重要

な役割を果たしていると認識しております。

このため、総合評価落札方式におきまして

は、消防団員の雇用状況を評価しているところ

であり、また、入札参加資格審査におきまして

も、消防団員を雇用している建設業者に対し

て、在籍者の人数に応じ、最大20点まで加点し

ております。

県といたしましては、今後とも、消防団の地

域における社会貢献について、しっかりと評価

してまいりたいと考えております。

在籍人数に応じた加点という○佐藤雅洋議員

ことでありますが、私は、実働の状況に応じた

評価が重要であると思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。

最後に、高齢者の自動車運転について伺いま

す。

前回の６月定例議会において、野﨑幸士議員

より高齢者の運転について質問がありました。

それに対し前県警本部長より、「補償運転」

今は「制限運転」と言っているようですが―

その取り組みについて答弁があったところ―

です。

早速、私の地元であります日之影町では、県

警からの提案により、制限運転の啓発に取り組

み、自治体主導で、高齢者ドライバー44名が

「日之影町じりつ運転自主宣言」を行いまし

た。

中山間地域での免許証返納は、生活が困難に

なります。今回の「じりつ運転自主宣言」で

は、宣言にあります「じりつ」には、自分を律

すると書く「自律」と、自分で立つと書く「自

立」の両方の意味があります。

宣言をされた方々は、免許証を返納しないま

でも、自分の体調や天候、時間帯に注意しなが

ら、無理をしない運転を心がけることとし、自

分自身で身を守るルールを選んだわけです。

高齢者が不便を強いられることなく、安全に

運転を続けていくために自覚を促す大変意味の

ある宣言ではないでしょうか。

そこで、日之影町が取り組んでいる「制限運

転」については、高齢者の交通事故防止対策と

して有効と考えられますが、この取り組みを県
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内に広められないか、警察本部長にお伺いしま

す。

「制限運転」に○警察本部長（阿部文彦君）

つきましては、高齢運転者が加齢に伴う身体機

能の低下による交通事故を避けるため、時間帯

や場所等の運転条件をみずからの意思で選択

し、運転を自己制限する自主宣言運動でありま

す。

県内では、本年５月から延岡市北方町美々地

地区、８月末から日之影町、９月中旬からは美

郷町でも取り組みを開始したところでありま

す。

警察といたしましても、９月から「制限運

転」を全県下の広域的な取り組みとして、より

多くの高齢運転者に参加していただくために、

実施主体となる自治体や関係団体等への働きか

けと支援、交通安全教室などの警察活動を通じ

ての普及啓発、制限運転と連動した交通安全教

育の推進等について、各警察署に通達したとこ

ろでありまして、今後も取り組みの周知と定着

を図ってまいります。

ありがとうございます。○佐藤雅洋議員

ぜひとも宮崎県内に広めていただき、高齢者

の生活を急に変えることなく、高齢者も、そし

て周りの人々も、安全で安心して生活できる環

境づくりを進めていただきたいと思います。

最初にもお伝えしましたように、私は、中山

間地域の振興なくして、地方創生も、さらなる

宮崎県の発展もないと思っております。

引き続き、力強い県当局の御支援をお願いい

たしまして、私の質問の全てを終わらせていた

だきます。

丁寧な回答をいただきまして、まことにあり

がとうございました。また、傍聴席の皆様もあ

りがとうございました。終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○山下博三副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案、請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時38分散会

令和元年９月18日(水)
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